
みどり市教育委員会





は じ め に

みどり市教育委員会は、市の将来像である「輝くひと 輝くみどり 豊かな生活創造都市」の実現に

向け、「第２次みどり市総合計画」の基本施策及び基本事業や「みどり市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の基本目標である「教育環境」に掲げられた基本的施策を教育行政方針に盛り込み、以下の

点について着実な実施に努めております。

生涯学習では、多くの市民が生涯を通じて学習に取り組めるよう、主体的な学習機会の提供や文

化芸術鑑賞の機会づくりを行ってまいります。今年度は笠懸野文化ホールが開館30周年を迎えること

から記念事業を実施し地域の芸術文化向上を図るとともに、MIDORIジュニアアカデミー事業の拡充な

どにより、多くの市民が音楽や芸術に触れ合えるよう、各種事業を実施いたします。また、令和5年3月

に策定した「みどり市子どもの読書活動推進計画(第2期)」を踏まえ、子どもの読書活動の推進を図っ

てまいります。

幼児教育では、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえ、確かな学力の基礎づくりや豊かな

心の育成、健康生活の習慣づくりを推進するとともに、来年度開園予定の認定こども園への円滑な

接続に向けた取組に努めます。

学校教育では、市内小中義務教育学校で、１人１台の学習者用端末を活用し、個に応じた学習

や発展的な学習を充実させ、｢個別最適な学び｣と｢協働的な学び｣の一体化を図り、児童生徒のさら

なる資質・能力の育成に努めます。また、新型コロナウイルス感染症により実施できなかった中学生海

外派遣事業に替わりサマーイングリッシュキャンプを実施し、より多くの生徒が参加できる環境を整備い

たしました。

学校給食では、市内小中義務教育学校に通う児童、生徒に提供される給食について、給食費の

無料化を継続するとともに、安全・安心な給食の提供に努めます。また、成長期にある子どもたちの健

やかな成長と、市の将来を担う人材を育てるため、食育の推進とともにアレルギー対応食の提供を安

全性最優先で行ってまいります。

文化財では、相澤忠洋資料が有効に活用されるよう相澤忠洋記念館館長の相澤千恵子氏を岩

宿博物館の特別館長として迎え、より強固な協力体制を構築し、将来を見据えた事業に取り組んでま

いります。また、リニューアルオープンし展示内容の充実を図った旧花輪小学校記念館では、新たな

魅力を発信し、集客に繋げてまいります。

富弘美術館では、特色を生かした企画展示や学習活動、公募展などを通じて詩画の普及に継続

して取り組むとともに「豊かな心」の育成に努めます。また、カフェ新商品の販売や、みどり市民を対象

に入館料が無料となる日を新たに設定するなど、様々な角度から富弘美術館の魅力を発信してまい

ります。

新しい時代に即した教育のあり方等を常に模索しつつ、高い知性、豊かな情操と徳性、たくましく生

きるための健康や体力を備え、社会の変化に主体的に対応できる市民の育成を目指すという基本理

念のもと、持続可能な社会の礎となるよう教育行政を推進してまいります。

結びに、本市教育委員会の施策や事業の概要を要覧としてまとめましたので、ご高覧いただき、ご

指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

令和５年７月
みどり市教育委員会

教育長 保 志 守
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1-1 位置と地勢

みどり市は、平成 18年 3 月 27 日に、新田郡笠懸町、山田郡大間々町、勢多郡東村

が合併して誕生した、群馬県で 48 年ぶりにして第 12 番目の新しい市です。

群馬県の東部に位置し、総面積は 208.42 ㎢となります。

市域は桐生市、栃木県日光市を始め、群馬、栃木両県の７市と接しており、首都東

京からは 100 ㎞圏内になります。

市の北部には足尾山地が連なっており、その山塊に源をもつ渡良瀬川が市の北東か

ら南東にかけて流れ、市の中部から南部にかけてはその清流がつくりだした大間々扇

状地によって形成されています。

1-２ 市名・市章

・市名 合併協議のなかで公募により候補を募り

話し合いにより決定しました。緑豊かな

ふるさとへの思いと今後の豊かな自然と

の共存への願いが込められています。

・市章 豊かなみどりが象徴的な３町村の合併を

３つの木で表現し、木から太陽と団結力

を表す円へと繋ぐことで、輝く未来を表

現しています。



-8-

1-３ 市民憲章

わたくしたちは、みどり豊かな渡良瀬川の流れを愛し、岩宿遺跡やあかがね街道に

刻まれた先人の英知を引き継ぎ、未来に向けて希望と調和のあるまちをめざし、ここ

に市民憲章を定めます。

自然との共存をめざし、環境にやさしいまちをつくります。

歴史と文化を大切にし、互いに学び合うまちをつくります。

命を育み共に助け合い、笑顔あふれるまちをつくります。

心と体の健康につとめ、活気ある産業のまちをつくります。

人権を尊重し、きまりを守り、平和で住みよいまちをつくります。

平成２０年３月２７日制定

1-4 市の歌

作 詞 佐藤 清人

作詞補作 みどり市の歌 歌詞選考委員会

作 曲 西田 直嗣

１．渡良瀬の 清き流れよ 菊の香に 文化のかおり
わた ら せ きよ なが き く か ぶ ん か

仰ぎ見る 東の山脈
あお み あずま やまなみ

あヽみどりなる わがふるさと 歓喜の 心のふるさと
よろこび こころ

２．山鳩の 啼く音やさしく 高津戸の 古城の跡に
やまばと な ね た か つ ど こ じ ょ う あと

たヽずめば 歴史は語りぬ
れ き し かた

あヽみどりなる わがふるさと 美しき 恵みのふるさと
うつく めぐ

３．カタクリの 丘にのぼれば 過ぎし日の 追憶ぞめぐる
おか す ひ お も い

笠懸野 古代のロマンに
かさかけの こ だ い

あヽみどりなる わがふるさと 永遠に 命のふるさと
とこしえ いのち

平成２３年３月２７日制定
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2-1 教育委員会委員名簿

氏 名 住 所
就任年月日

期数
任 期

保 志 守 伊勢崎市連取町
R3.6.27

１期
R3.6.27～R6.6.26

金 子 祐次郎 東町座間
H25.6.27

３期
R3.6.27～R7.6.26

岩 野 ひろみ 笠懸町阿左美
R5.6.27

２期
R5.6.27～R9.6.26

石 戸 悦 史 笠懸町鹿
R2.7. 3

１期
R2.7. 3～R6.7. 2

小 屋 佳 枝 大間々町大間々
R4.6.27

１期
R4.6.27～R8.6.26

教育長

保 志 守

教育委員会委員

金 子 祐 次 郎

（教育長職務代理者）

教育委員会委員

岩 野 ひ ろ み

（保護者委員）

教育委員会委員

小 屋 佳 枝

教育委員会委員

石 戸 悦 史
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2-2 歴代の教育委員会委員

2-3 歴代の教育長

氏 名 就任年月日 退任年月日 委 員 長 の 任 期

深 澤 暲 一 Ｈ18．3．27 Ｈ18．6．26 Ｈ18．3．27 ～ Ｈ18．6．26

村 田 静 男 Ｈ18．3．27 Ｈ18．6．26

金 子 善 治 Ｈ18．3．27 Ｈ18．6．26

佐々木 美 喜 Ｈ18．3．27 Ｈ18．6．26

清 水 恒 夫 Ｈ18．6．27 Ｈ25．6．26 Ｈ18．6．27 ～ Ｈ25．6．26

松 島 弘 平 Ｈ18．6．27 Ｈ22．6．26

関 口 和 子 Ｈ18．6．27 Ｈ20．6．26

丹 羽 千津子 Ｈ18．6．27 Ｒ 1. 6. 26 Ｈ25．6．27 ～ Ｈ27．6．26

齋 藤 由起子 Ｈ20．6．27 Ｈ22．6．26

松 﨑 靖 Ｈ22．6．27 Ｒ 2．6．26

山 同 善 子 Ｈ22．6．27 Ｒ 4．6．26

金 子 祐次郎 Ｈ25．6．27 Ｈ27．6．27 ～ Ｈ30．6．26

岩 野 ひろみ Ｒ 1. 6. 27

石 戸 悦 史 Ｒ 2. 7. 3

小 屋 佳 枝 Ｒ 4. 6. 27

氏 名 就任年月日 退任年月日

木 暮 勝 利 平成 18 年 3 月 27 日 平成 18 年 6月 26 日

岡 﨑 紀 夫 平成 18 年 6 月 27 日 平成 22 年 6月 26 日

尾 﨑 享 子 平成 22 年 6 月 27 日 平成 26 年 6月 26 日

石 井 逸 雄 平成 26 年 6 月 27 日 令和 3年 6月 26 日

保 志 守 令和 3年 6月 27 日
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2-4 教育委員会議

（1）開催回数
令和４年度…定例会議１２回（月１回）、臨時会議 １回

（2）会議に付された議案件数（令和４年度 ８２件）

【事務委任規則第１条の規定により会議に諮った議案】

・学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること １件

・学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること ０件

・教育長の任免その他の人事を行うこと ０件

・職員(県費を除く)の任免、分限(心身故障を除く)及び懲戒を行うこと １件

・県費負担教職員の任免、その他進退及び懲戒について内申すること ２件

・教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること １件

・教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと １３件

・教科用図書の採択に関すること １件

・教育予算その他議会の議決を要する議案の原案を決定すること １７件

・教育委員会付属機関の委員等を委嘱すること ２１件

【同規則第２条に基づき会議に諮った議案】

・奨学金貸与者申請者の資格要件認定 ２件

・就学援助費支給認定 ７件

・教育委員会表彰者の決定 ２件

【同規則第４条により教育長が専決したもののうち、会議に報告した案件】

・一般職員・会計年度任用職員の任免報告 １２件

・教育委員会告示及び教育委員会訓令の制定又は改廃報告 ２件

（3）管内教育施設訪問

期 日
施設等

訪問数
訪問先

令和 4年 7 月 12 日（火） ３施設

・東公民館（会議開催）

・あずま小中学校（義務教育学校の学校運営、東

学校給食センターの給食試食）

・旧花輪小学校記念館（館内見学と今後について）

令和 4年 11 月 14 日（月） ２施設

・笠懸西小学校（新設校の学校運営と電子黒板や

オープンスペースの活用状況の視察、大間々学

校給食センターの給食試食）

・笠懸小学校（分離後の学校運営と施設活用状況

の視察）
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2-5  教育委員会事務局 組織機構

教育委員会（教育長、教育委員４名） ※合議体  内は、教育機関

教育総務課
教育委員会会議、教育行政方針策定、職員人事、教育委員会例規等制定
改廃、教育委員会秘書業務、会計年度任用職員雇用事務等、総合教育会
議、教育大綱、奨学資金貸与

総 務 係

教育委員会の管理に属する施設の整備・維持管理等、庁舎・公用車管
理、寄附採納等施 設 係

学校給食センター
大間々学校給食センター調理、笠懸地域自校調理、給食運営委員会、
食育・栄養指導等

学校教育課
市費教職員の任用、児童生徒の就学・異動・通学区域、公立幼稚園の就
園、就学援助、就園奨励補助、叙位叙勲、私学振興、学校・幼稚園の設
備の維持管理等

学 事 係

教 職 員 係 県費教職員の任用、教職員人事管理、教職員研修、人事評価等

教職員研修、教育課程管理、学力向上、特別支援教育、情報教育、教科
用図書採択、教育相談、ＡＬＴ、中学生の海外派遣等指 導 係

学校・幼稚園 小学校７校、中学校４校、義務教育学校１校、幼稚園１園

教 育 研 究 所 研修・研究、教育相談、教育支援センター

社会教育委員会議、人権教育、生涯学習、社会教育行政方針、社会教育
関係団体への指導助言、成人式、青少年問題協議会、青少年健全育成、
青少年センター、芸術・文化等の振興、多世代交流館、厚生会館の管理
等

社会教育課 社 会 教 育 係

公　民　館 笠懸公民館、大間々公民館、東公民館

図　書　館 笠懸図書館、大間々図書館、東公民館図書室

文 化 施 設 笠懸野文化ホール、童謡ふるさと館

文 化 財 課 文化財保護行政方針、文化財の指定・保存・活用・調査等、埋蔵文化
財の発掘調査・保存・活用、文化財保護審議会、岩宿文化賞、文書史
料収集、旧花輪小学校記念館、史跡西鹿田中島遺跡史跡公園の管理

文 化 財 係

博　物　館 岩宿博物館、大間々博物館

富弘美術館
作家との連絡調整、特別会計予算、施設の維持管理、管理運営委員会、季刊誌の発行、作品の調査・
管理・著作権、展示企画、花の詩画展、公募展、広報、教育普及活動、富弘美術館を囲む会、サポー
ター、売店・カフェの運営等

美　術　館 富弘美術館

＊
責
任
者
（
教
育
長
）

教
 
育
 
部
 
長
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2-6  教育委員会事務局 組織変遷

H18～

教育総務課 学校教育課 社会教育課
スポーツ

文化振興課

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・文化振興係

・指導係 ・スポーツ振興係

H20～

教育総務課 学校教育課 社会教育課
スポーツ
振興課

文化財課

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・スポーツ振興係 ・文化財係

・指導係 平成21年
産業観光部より編入

H21～

教育総務課 学校教育課 社会教育課
スポーツ
振興課

文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・スポーツ振興係 ・文化財係

・指導係

H22～

教育総務課 学校教育課 社会教育課 文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・文化財係

・指導係 ・スポーツ振興係

・学校適正配置推進室
H23～

教育総務課 学校教育課 学校計画課 社会教育課 文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・学校計画係 ・社会教育係 ・文化財係

・指導係 ・スポーツ振興係
H28～

教育総務課 学校教育課 学校計画課 社会教育課 文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・学校計画係 ・社会教育係 ・文化財係

・教職員係 ・スポーツ振興係

・指導係

H31～

教育総務課 学校教育課 社会教育課 文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・文化財係

・施設係 ・教職員係 ・スポーツ振興係

新設校準備室 ・指導係
・開校準備係

・建設準備係
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R2～

教育総務課 学校教育課 社会教育課 文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・文化財係

・施設係 ・教職員係 ・スポーツ振興係

・新設校準備係 ・指導係

R４～

教育総務課 学校教育課 社会教育課 文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・文化財係

・施設係 ・教職員係 ・スポーツ振興係

・指導係

R５～

教育総務課 学校教育課 社会教育課 文化財課 富弘美術館

・総務係 ・学事係 ・社会教育係 ・文化財係

・施設係 ・教職員係 ※スポーツ振興
(係)は市長部局へ　　　・指導係
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 2-7  教育委員会事務局等   関係職員数
令和 5年 5月 1日　現在

教

育

総

務

課

学

校

教

育

課

社

会

教

育

課

文

化

財

課

富

弘

美

術

館

笠

懸

幼

稚

園

小

学

校

(

７

)

中

学

校

(

４

)

義
務

教
育

学

校

（
１

）

教

育

研

究

所

大
間

々
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー

笠

懸

公

民

館

大

間

々

公

民

館

多

世

代

交

流

館

東

公

民

館

笠

懸

図

書

館

大

間

々

図

書

館

青

少

年

ｾ

ﾝ

ﾀ

ｰ

岩

宿

博

物

館

大

間

々

博

物

館

笠

懸

野

文

化

ホ

ー

ル

童

謡

ふ

る

さ

と

館

旧
花

輪
小

学

校
記

念

館

部 長 1 1

課 長 ・ 事 務 長 1 1 1 1 1 (1) 5

課 長 補 佐 1 3 1 1 6

館 長 1 1 1 1 1 1 1 (1) 7

園 長 1 1

所 長 1 (1) 1

係 長 2 (3) 1 1 1 5

副 館 長 1 1 2

副 園 長 1 1

主 査 1 1 1 1 1 1 6

主 任 1 1 1 3

主 事 2 2 1 1 1 1 1 1 10

技 師 1

主 事 補 1 1 1 2 5

再 任 用 職 員 1 (1) 1

指 導 主 事 3 3

管 理 主 事 1 1

社 会 教 育 主 事 0

学 芸 員 (2) (1) (3) (1) 0

司 書 (1) 0

教 諭 6 6

養 護 教 諭 1 1

運 転 手 0

主任給食調理員 2 2 4

給 食 調 理 員 4 4

用 務 員 0

1 8 12 5 5 4 11 0 6 0 0 2 5 2 0 1 2 1 0 5 1 3 0 0 73

1 1

施 設 長 ・ 所 属 長 1 1 2

事 務 補 助 員 1 1 9 1 1 3 3 3 1 3 5 2 1 34

補 助 教 員 3 11 8 1 6 29

児童生徒支援員 35 13 1 49

司 書 補 助 員 7 4 1 3 5 20

用 務 員 補 助 員 1 (11) (6) 2 20

運 転 手 補 助 員 5 5

Ａ Ｌ Ｔ 3 2 5

発 掘 作 業 員 5 5

博 物 館 解 説 員 4 4

管 理 人 補 助 員 0

給食調理補助員 1(1) 4 5

そ の 他 補 助 員 9 2 4 2 1 8 6 1 7 3 43

0 0 10 1 7 10 10 67 41 5 10 1 4 0 3 3 11 12 1 8 5 9 4 0 222

1 8 22 6 12 14 21 67 47 5 10 3 9 2 3 4 13 13 1 13 6 12 4 0 295

教育委員会事務局 学校等関係施設 社会教育施設

小 計

非常勤特別職（館長）

小 計

合 計

（　）内は兼務

区
分

　　　　 所属

    職種

教

育

部

合

計

人

数

正
　
規
　
職
　
員

会
計
年
度
任
用
職
員
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担当 委員会等名称 定数 実数 内容/職務 任期

教
育
総
務
課

学校給食運営委員会

定数
の

定め
無し

23人
運営委員会は、学校給食に関する重要な事項に
ついて審議し、これに必要な調査研究等を行
い、教育委員会に助言する。

1年

教育支援委員会
16人
以内

16人
教育委員会の諮問に応じて、障害のある児童生
徒の適切な就学のため必要な事項について調査
審議し、意見の答申を行う。

1年

学校適正規模・適正配
置検討委員会委員

15人
以内

14人

みどり市にとっての適正な学校規模及び配置に
関することや適正化するための手法、留意点、
配慮する点など取組に関することの意見答申を
行う。

2年

社会教育委員
20人
以内

20人

みどり市の社会教育の振興を図るため必要な調
査を行い、社会教育に関する諸計画を立案する
こと、及び教育委員会の諮問に応じて意見を述
べる機関。

2年

人権教育推進協議会
40人
以内

26人

民主的で明るいまちづくりに寄与するため、人
権教育徹底のための研究及び研修会、講演会等
を開催し、みどり市の人権教育の振興を図るこ
とを目的とする。

2年

図書館協議会
12人
以内

12人
図書館の運営に関し必要な調査及び審議を行
い、図書館奉仕について連絡図書館の館長に対
して意見を述べる。

2年

公民館運営審議会
18人
以内

18人

公民館の館長の諮問に応じ公民館における各種
の事業の企画実施につき調査審議し、又は公民
館の管理、運営及び事業に関し、独自に立案建
議する。

2年

笠懸野文化ホール運営
協議会

10人
以内

10人
笠懸野文化ホールの運営に関し館長の諮問に応
ずるとともに、文化ホールが行う事業等に関し
て調査審議し、館長に意見を具申する。

2年

青少年センター運営協
議会

13人
以内

10人
青少年センターの運営に関し、教育委員会の諮
問に応じて意見を述べる機関。

2年

青少年センター補導員
60人
以内

51人
青少年センターが行う非行防止活動に従事する
補導員の連絡会。

2年

青少年センター青少年
相談員

若干
名

4人
青少年センターが行う青少年に関する相談（ヤ
ングテレホン）活動に従事する相談員。

2年

青少年育成推進員連絡
協議会

各行政
区から1
名以上
推薦

56人
青少年健全育成及び非行防止対策を推進するた
め、みどり市の行う青少年施策に対する協力及
び市民運動の推進を図る。

3年

文化財保護審議会
10人
以内

10人
教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活
用に関する事項を調査審議し、これらの事項に
関し教育委員会に建議する。

2年

岩宿博物館協議会
10人
以内

9人

博物館の運営に関する重要事項について調査審
議するため、館長の諮問に応ずるとともに、博
物館の行う資料の収集及び保管並びに展示に関
して、調査審議し、館長に意見を述べる。

2年

大間々博物館運営審議
会

6人
以内

6人
大間々博物館の円滑な運営とその向上を図るた
め、館長の諮問に応じ、大間々博物館の事業の
企画及びその実施について調査、審議する。

2年

富
弘
美
術
館

富弘美術館諮問委員会
（管理運営委員会）

10人
以内

10人
館長の諮問に応じ、富弘美術館における各種の
事業の企画実施につき調査審議し、又は美術館
の管理、運営及び事業に関し、独自に立案建議
することができる。

2年

2-8  附属機関等一覧

委員構成

(1)　市立学校の校長・園長
(2)　市立学校のPTA代表
(3)　市立学校の給食主任
(4)　市立学校の栄養教諭又は学校栄養職員
(5)　市立学校の養護教諭
(6)　市立学校の校医
(7)　市立学校の歯科医
(8)　市立学校の薬剤師
(9)　教育委員会事務局職員
(10) その他教育委員会が必要と認める者

  (1)　医師
  (2)　学識経験者
  (3)　市内小中学校の校長
  (4)　渡良瀬特別支援学校の校長
  (5)　教育委員会が必要と認めた者

　(1)　学識経験者
  (2)　区長
  (3)　保護者
  (4)　市内小中学校の校長
  (5)　公募委員

(1)　学校教育の関係者
(2)　社会教育の関係者
(3)　学識経験のある者

(1)　学校教育関係機関
(2)　社会教育関係機関
(3)　社会教育関係団体
(4)　部落解放同盟
(5)　学識経験者

(1)　市内に設置された学校が推薦する当該
　 学校の代表者
(2)　市内に事務所を有する社会教育関係団
   体の代表者
(3)　学識経験者

(1)　市内にある学校が推薦する当該学校の
   代表者
(2)　市内で活動若しくは公民館を利用して
   いる団体又は機関を代表する者
(3)　学識経験者

(1)　芸術文化等に関する団体又は機関を代
   表する者
(2)　学識経験者

青少年の保護育成に関する関係機関、団体
及び学識経験者

(1)　地域における有志者
(2)　学校教職員
(3)　事業所内青少年担当者
(4)　その他適当と認める者

(1)　学識経験者
(2)　その他適当と認める者

行政区ごとに区長が推薦した者

学識経験者

(1)　市内各学校長
(2)　市内に事務所を有する教育、学術、文
   化、産業等に関する団体又は機関を代表
   する者
(3)　学識経験者

  (1)　校長会が推薦する者
  (2)　市内で活動する教育、学術、文化等に
     関する団体又は機関を代表する者
  (3)　学識経験者

(1)　学校教育関係者
(2)　社会教育関係者
(3)　学識経験者

学
校
教
育
課

文
化
財
課

社
会
教
育
課
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令和５年度一般会計当初予算額（歳出）の内訳

予算額総額　21,701,000,000 円 　教育予算額の内訳　 2,544,095,000 円

2-9  令和5年度 予算の概要

　　市民１人当たりに使われるお金（人口：49,195人 R5.3.31現在）

（単位：円） （単位：円）

民 生 費 161,631 教 育 総 務 費 15,490 

教 育 費 51,715 小 学 校 費 3,645 

総 務 費 64,980 中 学 校 費 2,740 

土 木 費 47,184 義務教育学校費 364 

衛 生 費 36,031 幼 稚 園 費 3,415 

公 債 費 32,697 社 会 教 育 費 12,180 

消 防 費 18,893 保 健 体 育 費 13,880 

農 水 費 13,495 教 育 費 合 計 51,715 

商 工 費 9,429 

そ の 他 5,068 

歳 出 合 計 441,122 

民生費
36.6%

教育費
11.7%

総務費
14.7%

土木費
10.7%

衛生費
8.2%

公債費
7.4%

消防費
4.3%

農林水
産業費

3.1%

商工費
2.1% その他

1.2% 教育総
務費
30.0%

小学校
費

7.0%

中学校
費

5.3%義務教
育学校

費
0.7%

幼稚園
費

6.6%

社会教
育費
23.6%

保健体
育費
26.8%
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3．教育行政方針

3-1 みどり市教育行政方針

3-2 みどり市教育行政の重点施策





みどり市教育委員会は、高い知性、豊かな情操と徳性、たくましく生きるため

の健康や体力を備え、社会の変化に主体的に対応できる市民の育成を目指して、

教育行政を推進します。

そして、郷土を愛する心と社会連帯意識を培い、国際的視野に立った協調の精

神を養うとともに、自然と環境を守り、文化や伝統を尊重する未来を展望した教

育の振興を図ります。

・地域で育まれた多様な文化を尊重して共有し、引き続きみどり市としての一体

感の醸成に取り組みます。

・みどり市の教育の特色として地域の力を積極的に取り入れ、互いに学び合う質

の高い教育が展開されるように努めます。

・情報発信を積極的におこない、市民に開かれた教育委員会運営に努めます。

・喫緊の課題に迅速に対応し、将来を担う子どもたちが健やかに成長できるよう

に努めます。

・評価システムを活用した主要事業の点検、検証作業を行い、事業目標の達成度

や市民の満足度が高まるように努めます。

3-1 みどり市教育行政方針

Ⅰ 基本理念

Ⅱ 基本方針

＊本教育行政方針については、コロナ禍の下、前例踏襲に囚われず、新たな発想に基

づいて事業の実施方法や対応などの見直しを行い、新しい生活様式に準じた教育環

境の構築を目指し策定しております。

Ⅲ 基本施策

１ 生涯学習の推進

(1) 多くの市民が生涯を通じて学習に取り組めるよう、生涯学習機会と文化芸術鑑

賞の機会を提供します。

(2) 主体的な学習を推進するため、生涯学習活動の拡充と学習情報の提供を行いま

す。

(3) 生涯学習を支える体制の整備や場の提供を行います。

(4) 学習情報の提供と学習相談の充実を図ります。
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２ 教育の充実

(1) 学校では、望ましい教育課程の編成・実施を行い、児童生徒の能動的な学習へ

の参加を取り入れた授業改善を進め、確かな学力の向上に努めます。

(2) 学校では、道徳教育を推進し、郷土の優れた教育資源の活用や特色ある事業を

とおして豊かな心の育成に努めます。

(3) 学校では計画に基づいた体力づくりを進めるとともに、健康増進のための保健

指導を充実させ、児童生徒の健やかな体の育成に努めます。

(4) 「生きる力」を身につけた幼児児童生徒を育成するため、研修や研究への支援

を行い、教職員の指導力と資質向上に努めます。

(5) 幼児児童生徒が、安全・安心で快適な環境の中で学ぶことができる教育環境の

整備と充実を図ります。

(6) 幼稚園では、確かな学力の基礎づくりや豊かな心の育成、健康な生活と体力の

基礎づくりを推進します。【令和 5年度事業で終了】

３ 文化財の保護と活用

(1) 文化財を適正に保護し、後世に継承できるよう努めます。

(2) 文化財がよく知られ、活かせるよう啓発を図ります。

(3) 博物館・展示施設の適切な維持管理を行います。

４ 安全な暮らしの推進

(1) 地域全体で青少年の健全育成に取り組みます。

５ 人権尊重・多文化共生の推進

(1) 人権教育・啓発に関する基本計画に基づき、差別や偏見などのない、人権尊重

のまちづくりを推進します。
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3-２ みどり市教育行政の重点施策

１ 生涯学習の推進

(1) 多くの市民が生涯を通じて学習に取り組めるよう、生涯学習機会と文化芸術鑑賞の

機会を提供します。

ア 生涯学習機会の提供

(ア) 学ぶことの楽しさや生涯学習の重要性を再認識するとともに、市民の主体的な

活動をより豊かなものにすることを目的として、生涯学習大会等を開催します。

【社会教育課】

(イ) 芸術・文化等で活躍した個人・団体の功績を顕彰し、様々な分野において一生

懸命努力している児童生徒や市民の活動意欲の醸成を図ります。 【教育総務課】

(ウ) 市内３つの公民館の連携により、地域の特性を活かした公民館活動を推進し、

学習機会の充実を図るとともに、SNSを活用した情報発信に努め、市民に公民館

活動の周知を行います。 【公民館】

イ 文化芸術活動の推進

(ア) 学校教育課・各学校との連携により、児童生徒一人一人の感性を高めることで

「豊かな心」の育成を図ります。 【富弘美術館・学校教育課】

(イ) 富弘美術館詩画の公募展を継続して開催することにより、「詩画」の普及を図

るとともに、星野富弘氏が表現する「いのちの尊さ・いのちの輝き」を伝えます。

【富弘美術館】

(ウ) 市民が富弘美術館や富弘作品について理解を深めるため、市内の社会教育施設

等と連携し、出前展示を行うとともに、朗読会などの出前講座にも取り組みます。

【富弘美術館】

(エ) 姉妹館である熊本県芦北町立星野富弘美術館と連携し、各館が所蔵するプロモー

ション動画やワークショップなどの動画を利用するなど、館内で放映することに

より星野富弘氏が生み出した詩画作品の魅力をPRします。 【富弘美術館】

(オ) SNSを活用し、富弘美術館の展示やイベント等の情報をリアルタイムで発信し、

広く周知します。 【富弘美術館】

(カ) 笠懸野文化ホール開館３０周年を迎え、記念事業として地元の沢入国際サーカ

ス学校によるサーカスイベント、地域の自慢の逸品を販売するバザール、ワーク

ショップなど、来て、観て、出会って、触れ合って、子どもから大人まで楽しめ

るイベントを開催しホールの新しい魅力を発信します。 【文化ホール】

(キ) 市民の芸術文化活動への意識の高揚と活性化を図り豊かな情操を育むため、著

名なアーティストによる演奏会や演劇等の公演を実施します。また、他団体との

共催により多岐にわたるジャンルの催物の開催に努めます。 【文化ホール】

(ク) 音楽活動や芸術活動に携わる市民が、日頃の練習の成果を発表できる場として、

市民参加型の事業を実施します。 【文化ホール】

(ケ) 吹奏楽を学ぶ市内中学生の演奏技術の向上を目的として、群馬交響楽団員によ

る楽器講習会を実施します。 【文化ホール】
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(コ) Wi-Fi を活用した催物の開催やレコーディング、情報発信型の貸館の利用促進

を図ります。 【文化ホール】

(サ) SNSなどのデジタルツールを活用し、ホールの情報や魅力などを情報発信し、

広報・周知活動に努めます。 【文化ホール】

(シ) 無形民俗文化財等の地域の伝統文化の保存及び継承の支援を行い、伝統文化の

振興を図ります。 【文化財課・社会教育課】

(ス) 市民参加による地域文化創造のための事業を開催するとともに、文化・芸術活

動を担う人材・団体の育成と支援を行います。 【各社会教育機関・社会教育課】

(セ) MIDORI ジュニアアカデミー事業では、小中学生に質の高いスポーツ・文化芸

術の鑑賞・体験の機会を提供し、未来づくりの「きっかけ」を創出します。

【社会教育課】

(ソ) 童謡ふるさと館は、4月から施設開放を予約制とします。また、ホールの利用

を促進するために検討を進めてまいります。 【童謡ふるさと館】

(タ) 童謡の父 石原和三郎の没後100年記念事業として、作詩コンクールの表彰

式典を行います。あわせて、旧花輪小学校記念館リニューアルのため、和三郎の

功績と童謡を題材にしたイベントを行い、「和三郎の生誕の地」のPRに努めま

す。 【童謡ふるさと館】

(2) 主体的な学習を推進するため、生涯学習活動の拡充と学習情報の提供を行います。

ア 主体的な学習の推進

(ア) 市民の学習要求に的確に応えるとともに、自ら課題を見いだし、主体的に学習

に取り組む機会の拡充と情報の提供に努めます。【社会教育課・各社会教育機関】

(イ) 市民の主体的な学習活動を支援するため、情報及び資料の提供と学習機会の充

実を図るとともに、社会教育関係団体の主体的な活動を支援します。

【公民館・社会教育課】

(ウ) 市民ニーズに基づき、市民の主体的な学習活動に役立てることを目的とした「み

どり市どこでも出前講座」を行います。 【社会教育課】

(3) 生涯学習を支える体制の整備や場の提供を行います。

ア 生涯学習を支える体制の整備

(ア) 市民の身近な情報拠点として、その基盤となる図書館資料とサービスの充実を

図ります。また、「みどり市子どもの読書活動推進計画(第2期）」に基づき子ど

もの読書活動の推進と環境の整備に努めます。 【図書館】

(イ) 誰もが利用しやすい図書館を目指し、図書館に来館することが困難な利用者に

対し、資料の配送サービスを行います。 【図書館】

(ウ) 電子図書館の運営により、市民全体の読書環境における利便性を高めるととも

に、来館が困難な方、紙の図書が読みにくい方たち等におけるアクセシビリティ

の向上を図ります。 【図書館】

(エ) 施設の附属機関である審議会や協議会等の意見を尊重し、市民の民意を反映し

た施設運営に努めます。 【各社会教育機関】
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(オ) 策定された社会教育施設のみどり市公共施設個別施設計画（以下、「個別施設

計画」という。）をもとに、誰も※注１が安全で安心して利用できるよう、施設の環

境整備に努めます。 【社会教育課・教育総務課】

(カ) 自主事業による公演及び貸館業務を円滑に実施するため、ホール等の適切な維

持管理に努めます。 【文化ホール】

(キ) 富弘美術館サポーター（ボランティア）の思いや特技等を生かして、富弘美術

館が実施する朗読会などのイベントや周辺環境整備の充実を図ります。

【富弘美術館】

イ 生涯学習や交流を支える場の提供

(ア) 多世代交流館の自然豊かな立地、体育施設や広場を備えた施設上の特徴を活か

した公民館活動をとおして、広く市民に生涯学習の場を提供するとともに、地域

の学びや地域作りの拠点として機能するよう施設の運用に努めます。

【社会教育課・大間々公民館】

(イ) 地域の生涯学習の活動や交流を支える場として機能するよう厚生会館の貸

館業務を引き継ぎ、施設の適切な管理運用に努めます。 【社会教育課】

(４) 学習情報の提供と学習相談の充実を図ります。

ア 学習相談活動の充実

(ア) 各施設における利用団体の活動及び情報の共有化を図ることにより、利用者の

利便性の向上と学習相談活動の充実に努めます。 【各社会教育機関】

(イ) 市民の自主的な文化・芸術活動の振興を図るため、学習機会に関する情報提供

を行います。 【社会教育課・各社会教育機関】

注1 合理的配慮の提供：障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合が

あります。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、障がいのある人から社会

の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたと

きには、市は負担が重すぎない範囲で対応することが求められてます。
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２ 教育の充実

(１) 学校では、望ましい教育課程の編成・実施を行い、児童生徒の能動的な学習への参

加を取り入れた授業改善を進め、確かな学力の向上に努めます。

ア 学校経営の充実

(ア) 「社会に開かれた教育課程」※注２の理念に基づき、教科横断的な視点を踏まえ

た指導の工夫やＰＤＣＡサイクルの確立、教育内容と外部資源の組み合わせといっ

たカリキュラム・マネジメントを充実するなど、学習指導要領の趣旨を踏まえた

望ましい教育課程の編成・実施と計画的な管理及び評価の充実を図ります。また、

実効性のある学校評価を実施することにより、学校経営の改善を図ります。

【学校教育課】

イ 授業改善の推進

(ア) 「みどり市学力向上に向けて」に基づき、みどり市学力調査、全国学力・学習

状況調査の分析結果、「はばたく群馬の指導プランⅡ」等を活用しながら、「主

体的・対話的で深い学び」の実現を目指した授業改善の取組を活性化します。

【学校教育課】

(イ) 一人一人に応じた最適な学びと他者との協働的な学びを実現するため、１人１

台のタブレット端末をはじめとするＩＣＴ機器の有効活用を促進します。また、

タブレット端末の家庭学習での活用を推進するとともに、発展的な学習にも活用

することにより、さらなる児童生徒の資質・能力の育成に努めます。今後も、Ｉ

ＣＴを活用した授業が充実するよう、GIGAスクール支援員の配置を継続します。

【学校教育課】

(ウ) 英語力向上コーディネーターの配置を継続し、オーストラリアとの交流の促進、

タブレット端末を使用したデジタル教材やＡＬＴの積極的な活用を図るなど、外

国語教育の充実に努めます。 【学校教育課】

(エ) 各学校の英語科では、児童生徒用デジタル教科書を配備するとともに、英語検

定に対して積極的に受験するよう働きかけ、英語力が向上した充実感や有用感を

もたせ、外国語教育の充実を図ります。 【学校教育課】

(オ) 中学生海外派遣事業を見直し、より多くの生徒が参加できる「ＭＩＤＯＲＩ

English Summer Camp」を新たに実施します。オールイングリッシュでの様々

な学習や活動をとおして、生徒の英語学習への意欲や英語力の向上を図ります。

また、異文化・多言語への興味関心や積極的なコミュニケーションとともに、地

元みどり市への愛着も育てます。 【学校教育課】

(カ) 学力向上コーディネーターを中心とした学力向上委員会の組織的・計画的な運

用や研修会の充実をとおして、教職員の資質向上につながる体制を整え、児童生

徒一人一人の学力向上を図ります。 【学校教育課】

(キ) あずま小中学校においては、英語力を高める実践及びデジタル教科書を用いた

注２ よりよい学校教育をとおしてよりよい社会を創るという理念を学校と社会が共有することが求

められており、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・

能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び

協働によりその実現を図っていくこと。
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授業、計画的なプログラミング教育などの先進的な取組を行い、特色ある学校づく

りを推進し、積極的に成果を発信します。 【学校教育課】

(ク) 児童生徒に安全・安心な授業を提供できるように、新型コロナウイルス感染症

対策を講じながら、指導援助に努めます。 【学校教育課】

ウ 確かな学力の向上を支える各種教育及び地域の教育力の活用

(ア) キャリア教育の全体計画に基づき、家庭・地域・社会と連携しながら、学校教

育全体をとおして、夢や希望、郷土への愛着を育む体験活動を充実するなど、キャ

リア教育の充実に努めます。 【学校教育課】

(イ) 中学校及び義務教育学校後期課程（以下、「中学校等」という。）では、様々

な職業について調べる学習や、自分を見つめ将来の職業について考える学習、職

場体験活動等をとおして、社会人として必要な勤労観・職業観の育成に努めます。

【学校教育課】

(ウ) 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を整備し、全教職員

で特別支援教育を推進するとともに、一人一人の学習が充実するよう、個別の指

導計画及び個別の教育支援計画の作成と活用に努め、特別支援教育を推進します。

【学校教育課】

(エ) 情報活用能力や論理的思考力、創造性、問題解決能力の育成に努めるとともに、

大学等と連携して市内小中学生を対象とした「ＭＩＤＯＲＩプログラミング教室」

を実施し、プログラミング的思考を学ぶ機会を設定します。 【学校教育課】

(オ) あずま小中学校をコミュニティースクール（学校運営協議会制度）として地域

や保護者の意見を反映した学校運営を推進し、その成果を市内の学校にも発信し

ます。また、学校支援センターの活性化を図り、児童生徒の発達段階に応じて、

教科指導、郷土学習、職場体験、地域人材等との交流活動、環境整備、地域安全

などを行う際に、地域の教育力を組織的・計画的に活用し、特色ある教育活動を

推進します。 【学校教育課】

(カ) 地域の行事への参加やまち探検、職場見学、職場体験などに新型コロナウイル

スの感染状況を踏まえながら取り組み、地域と連携した活動の充実と、地域とと

もにある学校づくりを推進します。 【学校教育課】

(キ) 地域の歴史に触れる機会として西鹿田中島遺跡、岩宿博物館、富弘美術館、大

間々博物館などの市有施設や社会科を中心とした東国文化副読本の有効活用を図

ります。また、市有施設と連携したオンライン学習にも取り組みます。

【学校教育課】

(２) 学校では、道徳教育を推進し、郷土の優れた教育資源の活用や特色ある事業をとお

して豊かな人間性の育成に努めます。

ア 道徳教育の充実

(ア) 道徳教育の一層の充実に向け、道徳教育推進教師を中心とした校内における道

徳教育の推進体制を整備するとともに、各教科等の特質に応じた道徳教育を学校

全体で推進します。 【学校教育課】

(イ) 富弘美術館と連携して、星野富弘さんの作品や生き方を題材とした授業実践をと

おして豊かな心の育成に努めます。また、岩宿遺跡と相澤忠洋さんについての学習
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や岩宿博物館の見学などをとおして、郷土を大切にする心を育みます。

【学校教育課】

(ウ) 助産師による出前講座、専門家による思春期講演会など、｢命の学習」を実施し、

生命尊重や思いやりの心の育成に努めます。 【学校教育課】

イ 人権教育の推進

(ア) 互いのよさを認め合える温かい学校・学級づくりに努めるとともに、各教科や

「特別の教科 道徳」、学級活動等において計画的に人権教育を推進します。ま

た、群馬県人権教育充実指針に基づき多様化する人権重要課題への対応を行うと

ともに、学校教育全体をとおして、いじめや偏見、差別のない社会実現のための心

の育成に努めます。 【学校教育課】

(イ) 手話言語条例の理解促進に努めるとともに、手話教室の実施を中心として、手

話教育の充実を図ります。 【学校教育課】

(ウ) 「部落差別の解消の推進に関する法律」や「児童虐待の防止等に関する法律」

等の周知や理解促進を図るとともに、関係機関等と連携しながら、幼児児童生徒

が安心して学べる環境を整備します。 【学校教育課】

(エ) 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を基に、発達段階に応じた指導

を行うことなどをとおして、新型コロナウイルス感染症に関するいじめや偏見、

差別が生じないよう努めます。 【学校教育課】

(オ) みどり市教職員人権意識・人権教育に関する調査結果から得られた課題等を生

かし、教職員の人権意識の醸成や人権教育の充実に向けた啓発、研修に努めます。

【学校教育課】

ウ 情報モラル教育の推進

(ア) 情報モラルを学ぶ時間を道徳科を含めた教科等の年間指導計画に位置づけ、計

画的に実施することで、児童生徒の情報モラルの確実な定着を図ります。

【学校教育課】

(イ) 携帯電話やスマートフォン、インターネットの問題点等に関する教職員の理解

深化や指導力向上を図り、児童生徒がトラブルに巻き込まれないよう未然防止・

早期発見に努めます。 【学校教育課】

(ウ) 警察等と連携した情報モラル講習会を実施するとともに、群馬県が進める「お

ぜのかみさま県民運動」や市独自のリーフレットを活用し、携帯電話やインター

ネットの適正な利用について保護者や地域の方への情報提供を行うことにより、

家庭や地域と連携した情報モラルの育成に努めます。 【学校教育課】

(エ) １人１台のタブレット端末を家庭でも有効活用するための児童生徒への指導及

び家庭への啓発など、情報モラル教育の充実に向けたルールの見直しと改善に努

めます。 【学校教育課】

エ 豊かな心の育成を支える各種教育

(ア) 国際理解教育等の推進や他言語や異文化に対する理解を深めるため、互いに尊

重し合う態度の育成に努めるとともに、みどり市中学生の海外派遣先であったオー

ストラリアの児童とのオンラインによる交流活動を継続します。 【学校教育課】

(イ) 宿泊体験などの体験活動の充実を図り、団体生活や自然体験をとおして児童の
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豊かな人間性を育み、生きる力の醸成に努めます。また、富弘美術館、岩宿博物

館、大間々博物館等の施設や、みどり市ならではの文化・自然を活用した体験学

習を、新たに市内小中学校で実施します。様々な体験学習をとおしてみどり市の

よさを知るとともに、歴史や文化、自然に触れることで、地域への愛着や誇りを

もつ児童生徒の育成に努めます。 【学校教育課】

(ウ) 環境教育の一環として、「みどり5つのゼロ宣言」に関連した学習を行うなど

環境や環境問題に興味・関心を持ち、持続可能な社会づくりに主体的に参加でき

る児童生徒の育成に努めます。 【学校教育課】

(３) 学校では計画に基づいた体力づくりを進めるとともに、健康増進のための保健指導

を充実させ、児童生徒の健やかな体の育成に努めます。

ア 体育・スポーツ活動の推進

(ア) 各学校が作成する「体力向上プラン」に基づき、授業及び朝や休み時間の体育

活動を工夫したり、各種目の専門家を招聘したりするなどして、運動意欲を喚起

し、児童生徒の健全な心身の育成、体力の向上に新型コロナウイルス感染症対策

を講じながら努めます。また、新体力テストの結果を分析し、体力向上に生かしま

す。 【学校教育課】

(イ) 体育・スポーツ活動の振興のため、小学校体育研究会や中学校体育連盟の諸活

動を支援します。また、記録会や各種大会参加のための補助を充実し、運動や文

化活動に取り組む児童生徒の活動を支援します。 【学校教育課】

(ウ) 部活動の地域移行に向けた準備を推進するとともに、中学校等への部活動指導

員の配置を継続し、部活動の充実と教職員の負担軽減を図ります。【学校教育課】

イ 学校保健・食育の推進

(ア) 各種検診を行い、児童生徒の疾病の早期発見及び健康増進のための保健指導の

充実に努めます。また、平常時及び緊急時対応について、全教職員で共通理解を

図り、感染症や食中毒、アレルギー疾患、熱中症などの予防に努めます。

【学校教育課】

(イ) 小学校及び義務教育学校前期課程（以下、「小学校等」という。）では学校歯

科医の指導に基づき、歯科衛生士が歯みがき指導を行います。また、中学校等で

は生活習慣病予防指導を行うなど、子どもたちが主体的に健康づくりに取り組め

るようにします。 【学校教育課】

(ウ) 各学校の食に関する指導計画に基づき、給食の時間、家庭科、学級活動、総合

的な学習の時間の授業などの学校教育活動を通じて食育の充実に努めます。また、

栄養教諭によるオンライン授業や給食調理員とのオンライン交流等を実施し、広

く食に関する意識を高めます。 【学校教育課】

(エ) 文部科学省が作成した「放射線副読本」等を活用しながら、計画的に放射線教

育を行い、放射線に関する正しい知識を身につけ、児童生徒が健康で安全な日常

生活が送れるようにします。 【学校教育課】

(オ) 喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育を計画的に行い、児童生徒が健康で安全な日常

生活を送れるようにします。 【学校教育課】

(カ) 教育的な見地から給食を食育の重要な教材として位置づけ、各学校に通う全児
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童生徒の給食費を公費負担とし、無料化を行います。また、物価高騰に対応する

ため給食材料費を増額して、引き続き、栄養価の確保された安全安心な給食の提

供に努めます。 【教育総務課】

(キ) 給食費無料化に伴い、食物アレルギーのため給食を喫食することができず毎日

お弁当を持参している児童生徒の保護者に対して、給食材料費相当額の補助を行

います。 【教育総務課】

(ク) 食物アレルギーを持つ児童生徒や保護者、医師、学校、市教育委員会、給食セ

ンターがしっかり連携を行い、安全性を最優先としたアレルギー対応を推進しま

す。 【教育総務課】

(ケ) 食育の推進としてタブレット端末を活用し、全児童生徒への食育動画の配信や

調理場での調理の様子を配信するなど、児童生徒が食について身近に感じられる

ような取り組みを実施します。 【教育総務課】

(４) 「生きる力」を身につけた幼児児童生徒を育成するため、研修や研究への支援を行

い、教職員の指導力と資質向上に努めます。

ア 学校経営の充実

(ア) 人事評価制度を有効に活用するとともに、群馬県教員育成指標に基づき、教職

員の有する多様な資質・能力を最大限に引き出し、各学校の活性化を図ります。

【学校教育課】

イ 教職員の研修・研究の充実

(ア) 教職員の指導力向上に向け、教職経験年数や役職等に応じて県総合教育センター

の研修や市教育研究所研究班への参加を計画的に推進していくことで、教職員に

対する指導や支援を充実します。また、全教職員の教育相談技術の向上を目指し、

教育相談研修講座を実施します。 【学校教育課】

(イ) １人１台タブレット端末の有効活用を推進するため、ＩＣＴ推進主任会を中心

に計画的に研修を実施します。また、研修成果や各学校での実践を共有すること

で、ＩＣＴに係る教職員の指導力向上に努めます。 【学校教育課】

(ウ) 市内全学校が連携を図る中で、教科等の部会を開催し、教科等に係る課題に関

する研修を進め、課題の解決や教職員の指導力向上を図ります。 【学校教育課】

(エ) 各学校における校内研修の充実に向けた情報提供を積極的に行うとともに、学

校訪問指導における授業への助言を工夫したり、授業検討の在り方を改善したり

するなどして、教職員の指導力や意欲の向上を図ります。 【学校教育課】

ウ 市指定教育実践推進校及び研究指定校の成果等の活用

(ア) 学校課題解決のために、取り組んできた研究指定校等の成果を後期学校訪問の

場で市内教員に対して積極的に公開するとともに、各学校においてもその成果を

取り入れた実践を行います。 【学校教育課】
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(５) 幼児児童生徒が、安全・安心で快適な環境の中で学ぶことができる教育環境の整備

と充実を図ります。

ア 学級経営の充実を支える支援

(ア) いじめ防止対策推進法に基づいた「みどり市いじめ防止基本方針」及び各学校

の「学校いじめ防止基本方針」を見直し、いじめの防止等のための対策を総合的

かつ効果的に推進します。 【学校教育課】

(イ) 「楽しい学校生活を送るためのアンケート（Ｑ－Ｕ）」等を行い、学級の状況

を的確に把握し学級経営充実のため、分析方法や結果の生かし方の研修を設定す

るなどの具体的な手立てを講じます。また、児童生徒の自己有用感を育み一人一

人を大切にした学級づくりに努めます。 【学校教育課】

(ウ) 児童生徒がいじめ問題を自分たち自身の問題として考え、いじめを許さない気

運を醸成するために、児童会・生徒会などによる児童生徒の主体的ないじめ防止

活動や各学校の代表児童生徒によるみどり市いじめ防止こども会議を開催し、い

じめの未然防止に努めます。 【学校教育課】

(エ) 社会福祉士等の資格をもつスクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒の

家庭環境に起因する課題への対応の充実に努めます。 【学校教育課】

イ 個に応じた児童生徒への指導・支援の充実

(ア) 定期的な生活アンケートや個別面談等を行い、いじめや不登校等に関わる問題

を早期に把握し、校内支援組織及び関係機関で連携を図り、的確な対応をします。

【学校教育課】

(イ) 各学校に学校カウンセラーを配置し、児童生徒や保護者が抱えている悩み等に

適切に対応するなど、安心して学校生活を送れるよう学校内外の教育相談体制を

充実します。 【学校教育課】

(ウ) 教育支援センターなどの市内外の相談窓口について、児童生徒及び保護者にチ

ラシ等で周知します。また、教育支援センターとの連携を図りながら、個に応じ

た指導・支援を行うことで自立心や社会性を育て、不登校児童生徒が学級・学校

へ復帰できるよう支援します。 【学校教育課】

(エ) みどり市いじめ問題対策連絡協議会及びみどり市いじめ問題専門委員会を開催

し、いじめ防止に関係する機関及び団体の連携を推進するとともに、いじめ防止

に向けた対策の実効性を高めるための取組を推進します。 【学校教育課】

(オ) 各学校にマイタウンティーチャーを配置するとともに、「ニューノーマルぐん

まクラスプロジェクト」において小学校等の低学年から中学年に移行する際、学

市指定教育実践推進校

二年次
みどり市立笠懸東小学校

みどり市立大間々東中学校

一年次
みどり市立笠懸北小学校

みどり市立大間々中学校

体力向上推進モデル校

（群馬県教育委員会）
みどり市立笠懸南中学校
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級減となり１学級の児童数が増加する学校にマイタウンティーチャーを配置し、

きめ細かな指導の継続・充実を図ります。 【学校教育課】

(カ) 小学校等の高学年を中心に、教科担任制※注３を推進し、教師の専門性を生かし

た授業を行い、各教科の指導を充実します。また、小小連携※注４及び小中連携が効

果的に実施されるよう意図的に教員の兼務発令※注５を行います。 【学校教育課】

(キ) １人１台のタブレット端末を有効活用し、児童生徒の個別最適な学びにつなげ

るとともに、感染症や不登校等の理由で出席できない児童生徒に、オンラインに

よる学習支援を行います。 【学校教育課】

ウ 幼稚園・保育園・認定こども園・各学校の連携推進

(ア) 幼稚園・保育園・認定こども園と各学校の連携・交流を図り、教職員等がそれ

ぞれの教育の特色をとらえたり、一人一人の指導や支援の記録を共有したりして、

学びの連続性を意識した体制づくりに努めます。 【学校教育課】

(イ) 進級・進学に関わる情報交換や相互交流の充実を図り、小1プロブレム、中1

ギャップ等の課題に適切に対応します。 【学校教育課】

エ 学校における働き方改革の推進

(ア) 勤務時間等記録ファイルを活用するなどして、客観的に教職員の勤務実態を把

握するとともに、みどり市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規

則及びみどり市の公立学校の教育職員の勤務時間の上限に関するガイドラインに

基づき、時間外在校時間等については、1ヶ月あたり45時間、年間あたり360

時間を上限とすることを目標とし、教師の負担軽減を図ることで、児童生徒に対

して効果的な教育活動を継続的に行うことができる環境を整えます。

【学校教育課】

(イ) 「みどり市立学校に係る部活動の方針」に基づき、部活動の適切な運営を推進

するとともに、中学校等に部活動指導員を配置することで、生徒と向き合える時

間を確保し、学習指導及び生徒指導業務の充実を図ります。 【学校教育課】

(ウ) 公立学校共済組合が実施する「心の健康チェック事業」のストレスチェックを

実施するなど、教職員の心身の不調を未然に防ぐ取組の充実を図ります。

【学校教育課】

(エ) 学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化を推進し、迅速な情報共有を

実現するとともに、学校・保護者等双方の負担軽減を図ります。 【学校教育課】

オ ＡＬＴの配置と活用

(ア) 各学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、授業や様々な学校生活での児童

生徒との積極的な交流をとおして、生きた英語を体感し、英語によるコミュニケー

ションや国際的な視野を身につけた児童生徒を育成します。 【学校教育課】

(イ) 児童生徒の英語検定取得の支援として、ＡＬＴによる英検対策講座やＡＬＴ

注３ 小学校等においても、担任が全教科を教えるのではなく、その教科の免許を持つ教員が指導す

るなど、専門性の高い教員が授業を担当する制度

注４ 兼務教員を活用した学力向上の取組など、小学校等が互いに情報交換・交流することを通じた

様々な教育活動

注５ 本務校以外の小学校等または中学校等において授業が行えるよう、発令すること
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news letter の発行等、ＡＬＴの効果的な活用を図ります。 【学校教育課】

カ 特別支援教育推進体制の整備

(ア) 笠懸小学校、笠懸西小学校、大間々南小学校に設置されている通級指導教室の

さらなる充実に努めます。また、関係機関との連携を強化し、特別な支援を必要

とする児童生徒への積極的な支援の充実を図ります。 【学校教育課】

キ 学校・園の安全管理体制の整備

(ア) 各学校・園において、日常の安全点検を徹底し、速やかに対応するなど、教職

員の安全管理の意識を高め、安全・安心な学校・園づくりに努めます。また、新

型コロナウイルス感染症対策について、国や県の通知や最新の知見に基づいて対

応し、感染拡大の防止に努めます。 【学校教育課】

(イ) 災害時の対応に加え、不審者等にも対応する危機管理マニュアルの整備を進め、

メール一斉配信システムや各学校に設置している防犯カメラを活用するとともに、

子ども安全協力の家や地域の団体とも連携し、安全管理体制の充実に努めます。

【学校教育課】

(ウ) 各学校・園に設置した「防犯カメラ」や「１１０番非常通報システム」の活用

をとおして、防犯体制を強化し、緊急時に備えます。 【学校教育課】

(エ) 学校災害対応マニュアルに基づき、自然災害や不審者侵入等の緊急時の教職員

一人一人の役割分担や対応手順について共通認識や共通理解を図ります。また、

緊急時に自ら判断して行動できる幼児児童生徒を育成するため、全国瞬時警報シス

テム（Ｊ－アラート）を活用した防災訓練や不審者侵入を想定した防犯訓練を実施し

ます。 【学校教育課】

(オ) 通学路の安全を確保するために、教育委員会及び学校、警察署、道路管理者、

市担当課が一体となった学校安全推進会議や通学路の合同点検を実施し、適切か

つ着実な対策を講じていきます。また、見直しを行った「みどり市通学路交通安

全アクションプログラム」により、中学校等の通学路の安全確保を含めた取組の

充実を図ります。 【学校教育課】

(カ) 中学校等と連携して中学生の自転車通学の在り方について検討していきます。

また、児童生徒の登下校時の携行品について、健康面や安全面の視点から適切な

配慮を講じます。 【学校教育課】

(キ) 各学校・園において引き続き空間放射線量測定を実施し、定期的なモニタリン

グを行います。結果はみどり市webサイトで公表します。 【学校教育課】

(ク) 幼児、児童及び生徒が安全で安心な幼稚園生活・学校生活を送れるよう、個別

施設計画をもとに計画的な学校施設の整備を進め、良好な教育環境の保全に努め

ます。 【教育総務課】

(ケ) 笠懸町の学校給食提供方式については、学校給食の現状について理解を深めて

いただくため、保護者等への試食会の開催や情報発信を行うとともに、市全体の

学校給食提供方式のあり方について、必要な検討・取組を行います。

【教育総務課】

ク 奨学金・補助金による修学支援

(ア) 経済的な理由によって修学の意欲と能力を有するにもかかわらず、高等学校や
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専修学校又は大学などへの修学が困難な学生に対しては、奨学金を貸与すること

により支援を行います。奨学金制度の在り方を研究している中、国の高等教育に

係る修学支援新制度の動向などをふまえ、今後の奨学金制度の方向性を検討して

いきます。 【教育総務課】

(イ) 経済的理由などによって就学が困難と認められる児童生徒の保護者及び特別支

援学級に就学する児童生徒の保護者に対して、学用品等の就学に要する経費を一

部援助することで経済的負担を軽減し、義務教育の円滑な実施を図ります。また、

特別支援学級の児童生徒が自宅でタブレット端末を活用したオンライン学習を実

施した場合、オンライン学習通信費を支給します。 【学校教育課】

(ウ) 各学校における教材費に対し、副読本等にかかる費用の一部を市が負担し、学

校教育における教材等の充実や保護者の経済的負担の軽減を図ります。

【学校教育課】

ケ 学校規模適正化の推進

(ア) 「みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会」を設置し、みどり市にとっ

て適正な学校規模や学校配置について、検討を始めます。また、検討にあたって

は、児童生徒数の減少の状況だけではなく、移住定住等も含め学校を核とした町

づくりと一体となった取組となるようにしていきます。 【学校教育課】

(6) 幼稚園では、確かな学力の基礎づくりや豊かな心の育成、健康な生活と体力の基礎づ

くりを推進します。【令和5年度事業で終了】

ア 園経営の充実

(ア) 入園から修了までの3年間を１５期に細分した指導計画に基づき、幼稚園教育

要領に示されている幼児期に育てたい「資質・能力」及び「幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿」※注６を踏まえた教育課程を編成し、指導内容を評価反省しなが

ら、園経営の改善に努めます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】

イ 確かな学力の基礎づくり

(ア) 幼児の自発的な遊びを生み出すために必要な「環境の構成」※注７や援助を工夫

し、自分の思いや考えを言葉で伝え合い、試行錯誤しながら学ぶ幼児の育成に努

めます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】

ウ 豊かな心の育成

(ア) 基本的な生活習慣の自立を図るとともに、友達との関わりの中で他人の存在を

認め、相手を尊重する気持ちをもって行動できる幼児の育成に努めます。また、

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことがわかり、自分の行動

注６ 幼児期に育てたい資質・能力とは、①知識及び技能の基礎②思考力・判断力・表現力等の基

礎③学びに向かう力、人間性等のことである。

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿とは、①健康な心と体②自立心③協同性④道徳性・規

範意識の芽生え⑤社会生活との関わり⑥思考力の芽生え⑦自然との関わり・生命尊重⑧数量

や図形、標識や文字などへの関心・感覚⑨言葉による伝え合い⑩豊かな感性と表現のことで

ある。

注７ 遊びをとおして行われる幼児教育において保育のねらいを達成するために構成される「物的環

境」と「人的環境」をどのように構成するかということ。
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を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動できる幼

児の育成に努めます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】

エ 健康な生活と体力の基礎づくり

(ア) 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わうとともに、自分の体を十分に動かし、

進んで運動しようとする幼児の育成に努めます。また、健康、安全な生活に必要

な習慣や態度を身につけ、見通しをもって行動できる幼児の育成に努めます。

【笠懸幼稚園・学校教育課】

(イ) 幼児の望ましい発達を促す生活を実現するために、家庭や地域と様々な機会を

とおして連携を図るとともに、集団の中で道徳性や規範意識を養い豊かな経験を積

み重ねられるように努めます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】

(ウ) 幼児に安全・安心な生活を提供できるように、新型コロナウイルス感染症対策

を講じながら、指導援助に努めます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】

オ 公立幼稚園としての機能の充実

(ア) 子育て相談や情報提供、講演会の開催等を行い、保護者の子育てをサポートし

たり交流の機会を提供したりするなど、地域の子育て支援に努めます。

【笠懸幼稚園・学校教育課】

(イ) 預かり保育では、家庭生活との連続性を図りながら、専任教諭が適切な教育的

配慮のもとで、保育を実施します。 【笠懸幼稚園・学校教育課】

(ウ) ３年間の発達過程を見通した指導計画に基づく幼稚園教育の充実に努め、小学

校教育の学びがゼロからのスタートではなく、幼児教育で身につけたことを生か

しながら、知的な問題解決の土台となるように育て、教科等の学びに繋がるよう

に、幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図れるように努めます。

【笠懸幼稚園・学校教育課】

カ 個に応じた支援の充実

(ア) 学校カウンセラーを配置し、専門性を発揮することによって、保護者が、我が

子やその周りの園児の成長に気づき、子育ての喜びを感じられるように適切な対

応をします。また、安心して園生活を送れるよう教育相談の体制を充実します。

【笠懸幼稚園・学校教育課】

(イ) 補助教諭を配置し、特別な支援を必要とする園児への組織的・計画的な支援を

推進し、園全体で情報共有を行い支援体制を整えます。また、育ちの状況に応じ

て専門機関や市町村などの関係機関と連携し、適切な支援を迅速に行います。

【学校教育課】

(ウ) 市立保育園と連携し、幼稚園教諭と保育士の人事交流を行うことにより、双方

のよさを生かした幼児教育を推進します。 【学校教育課】

キ 子ども・子育て支援新制度の推進

(ア) 国の方針に基づき、幼児教育無償化を引続き実施します。 【学校教育課】

(イ) 子ども・子育て支援新制度について、こども課と連携しながら事業を推進し、

併せて制度の周知徹底を図り、幼児教育の充実に努めます。 【学校教育課】

(ウ) 令和6年度の認定こども園への移行に向け、円滑に移行できるよう準備を進め

るとともに、在園及び未就園保護者に詳細を周知します。 【学校教育課】
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３ 文化財の保護と活用

(1) 文化財を適正に保護し、後世に継承できるよう努めます。

ア 文化財の適正な保護

(ア) 市内に所在する歴史的資料の掘り起こしに努め、文化財候補の文化財指定・登

録を推進します。また、既に指定・登録されている文化財の維持管理及び支援等

を行い、文化財の保護・継承に努めます。 【文化財課】

(イ) 開発に伴う埋蔵文化財の取り扱いにかかる事前協議及び緊急発掘調査を実施す

るとともに調査結果を報告書として刊行し公開します。 【文化財課】

(ウ) 史跡岩宿遺跡の適正な保存と整備を行うため、「史跡岩宿遺跡保存整備基本計

画」を策定します。 【文化財課】

(エ) 相澤忠洋資料の国の文化財原簿登録のための事務を進め、資料の保存と活用を

拡充します。 【岩宿博物館】

(2) 文化財がよく知られ、活かせるよう啓発を図ります。

ア 岩宿文化賞の実施

(ア) 岩宿文化賞では、３年に一度実施する本賞と一般部門賞の選考・表彰を行うことで、

岩宿時代文化研究の発展に寄与します。また、児童生徒の自由研究の成果を発表する

機会である学生部門賞についても、引き続き充実に努めます。 【文化財課】

イ 出土品や調査成果のウェブ公開

(ア) 埋蔵文化財の発掘調査の成果である出土品や遺構、西鹿田中島遺跡の解説映像、そ

の他市内の文化財に関する情報をインターネットにおいて公開することで、市民が地

元の歴史に興味を深め、文化財保護への関心を高めるよう努めます。 【文化財課】

ウ 史跡岩宿遺跡と史跡西鹿田中島遺跡との連携

(ア) 史跡岩宿遺跡と史跡西鹿田中島遺跡の連携を強め、「岩宿時代から縄文へ」をキャッ

チフレーズにした情報発信や講座事業・体験学習等を行います。

【文化財課・岩宿博物館】

(イ) 群馬県と連携し、史跡岩宿遺跡及び史跡西鹿田中島遺跡に関する情報発信を行いま

す。 【文化財課・岩宿博物館】

エ 個性を生かした博物館・展示施設の魅力発信

(ア) 相澤忠洋資料が後世まで確実に継承され、その業績がより深く理解されるよう、資

料の整理作業や情報発信を行います。 【岩宿博物館】

(イ) 市民を対象とした連続講座や市内外の史跡見学会を実施し、文化財の周知と歴史・

文化についての学習機会を充実します。 【岩宿博物館】

(ウ) 各博物館の特色を生かした企画展示や学習活動など、魅力ある博物館運営を行い、

郷土に誇りを感じる心を育み、市民の意識の高揚に努めます。

【岩宿博物館・大間々博物館】

(エ) 各学校との連携により、石器づくりや土器づくり、昔のくらしの学習など、博物館

での体験学習や見学を推進し、総合的な学習をはじめ、学びの場としての活用を充実
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します。 【岩宿博物館・大間々博物館】

(オ) 岩宿博物館と友好協定を結んだ韓国「石壮里博物館」や奈良県「二上山博物館」と

は、引き続き岩宿時代・岩宿文化に関する情報交換、研究・調査等の連携を図り、文

化交流を推進します。 【岩宿博物館】

(カ) 今年度リニューアルオープンする旧花輪小学校記念館を起点とし、地域の文化財や

地域資源と連動させ、地域の活性化を図ります。 【文化財課】

(キ) 岩宿博物館の改修及び相澤忠洋資料のさらなる活用のため、常設展示の更新に係る

計画を策定し、展示施設及び展示資料の充実を図ります。 【岩宿博物館】

(3) 博物館・展示施設の適切な維持管理を行います。

ア 博物館・展示施設の維持管理

(ア) 老朽化が進んだ博物館や附属施設については、個別施設計画に基づき、統廃合、長

寿命化などを計画的に行い、個別に発生する修繕にも適宜対応しながら、施設の適切

な維持管理に努めます。 【文化財課・岩宿博物館・大間々博物館・教育総務課】

(イ) 博物館や展示施設においては、来館者が安心して学習や見学ができるよう、公

益財団法人日本博物館協会が定める「博物館における新型コロナウイルス感染拡

大予防ガイドライン」に則った運営を行い、施設の快適な環境の維持に努めます。

【文化財課・岩宿博物館・大間々博物館】

(ウ) GIGAスクール構想を有効に活用した見学が行えるよう、展示解説方法を工夫

します。 【岩宿博物館】
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４ 安全な暮らしの推進

(1) 地域全体で青少年の健全育成に取り組みます。

ア 青少年教育活動の充実

(ア) 心身ともに健やかな子どもの育成のため、夏期休暇期間に「子どもの学び支援

事業」を実施することにより、子どもたちが集い、学べる場所として公民館の利

用を進めます。また、青少年を対象とした事業をとおて子育て世代を応援すると

ともに青少年の社会参加を推進します。 【公民館・社会教育課】

(イ) 青少年を取り巻く有害環境の浄化運動を進め、携帯電話やインターネットの適

正な利用について、群馬県が進める「おぜのかみさま県民運動」や市独自のリー

フレット「ケータイ・スマホを安心・安全に使うために」を活用し、啓発活動を

積極的に行います。 【社会教育課】

イ 青少年センター等の連携の充実

(ア) 地域ぐるみによる健全育成の体制整備や地域の実情に合わせた活動を展開する

ため、青少年センターを中心に青少年育成推進員や青少年問題協議会等の関係団

体との連携により青少年の健全育成に取り組みます。 【社会教育課】

５ 人権尊重・多文化共生の推進

(1) 人権教育・啓発に関する基本計画に基づき、差別や偏見などのない、人権尊重のま

ちづくりを推進します。

ア 学習機会の充実

(ア) 学校教育で行われる人権教育と連携し、人権展の開催など市民の人権意識を高

めるための事業を行います。また、人権啓発資料を作成し、活用を図ります。

【社会教育課】

(イ) 人権教育対策推進事業として、市民や各種団体を対象とした講座等を開催し、

地域社会が一丸となって人権問題に対峙していこうとする機運を醸成します。

【社会教育課】

(ウ) 各社会教育機関で実施する学級・講座等へ、人権学習の機会を積極的に取り入

れます。 【各社会教育機関】

イ 指導者の育成

(ア) 学校や地域の指導者が人権問題に対する理解を深めるとともに豊かな人権感覚

を養うため、参加体験型の学習機会の充実に努めます。 【社会教育課】
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4．教育総務課(主要重点施策)

4-1 教育総務課

4-2 学校給食センター

4-３ 教育施設関係資料

1) 教育関係施設設置一覧





4-1  教育総務課

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

67,518

35,078

102,801

15,136

65,516

37,730

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

笠懸小学校トイレ改
修工事（第2期） 生活様式の変化に対応するため、トイレの洋式化を実施

するもの。併せて老朽化した設備、内装等の改修を行う｡

校舎東側及び屋外トイレの改修【2期工事】
予定工期　6月～9月

笠懸中学校トイレ改
修工事（第1期） 生活様式の変化に対応するため、トイレの洋式化を実施

するもの。併せて老朽化した設備、内装等の改修を行う｡

校舎西側及び屋内運動場のトイレの改修【1期工事】
予定工期　6月～9月

学校体育館照明改修
工事（第1期） 学校体育館の照明器具をLEDに改修することにより、省電

力化を図るもの。

中学校4校及び義務教育学校1校の体育館照明器具改修
予定工期　6月～9月

大間々中学校西校舎
屋上防水改修工事 西校舎において雨漏りが多発していることから、衛生環

境確保及び躯体保護のため防水改修工事を行うもの。

西校舎の屋上防水改修
予定工期　9月～11月

笠懸野文化ホール空
調設備改修工事 老朽により空調機器が動作不能に陥るおそれがあること

から、機器改修を行うもの。

メインホール等の空調機器改修
予定工期　5月～11月

笠懸図書館空調熱源
機等改修工事 老朽により空調機器が動作不能に陥るおそれがあること

から、機器改修を行うもの。

閲覧室等の空調機器改修
予定工期　5月～11月
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4-1  教育総務課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

26,543

7,768

484

817

2,310

792

岩宿博物館空調改修
工事（第3期） 老朽化した空調機器の改修を行うもの。公開承認施設と

して基準を満たした設備とする。

展示室等のエアコンの改修
予定工期　9月～12月

学校遊具等改修工事
有資格者による点検において「使用不可」との判定を受
けた遊具を改修するもの。

小学校5校、義務教育学校1校の遊具改修
予定工期6月～9月

笠懸小学校階段手摺
設置工事 校舎内の階段の一部に手摺がないため、手摺を設置する

もの。

手摺の設置　延長30ｍ
予定工期　8月～9月

笠懸東小学校教室南
側網戸設置工事 教室の窓に網戸がなく、換気の支障となっているため網

戸を設置するもの。

網戸設置
予定工期　6月～8月

大間々北小学校ボイ
ラー室屋根防水改修
工事

ボイラー室屋根の防水の劣化により雨漏りを生じている
ため、防水改修を行うもの。

ボイラー室屋根の防水改修
予定工期　8月～11月

大間々北小学校敷地
東側フェンス改修工
事

老朽化したフェンスが転倒するおそれがあるため、未然
に改修するもの。

ネットフェンスの改修
予定工期　6月～7月
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4-1  教育総務課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

451

770

11,990

600

378

495

大間々北小学校階段
室床改修工事 床の塩ビシートがめくれ上がっており、児童が転倒して

事故に至るおそれがあるため改修するもの。

校舎西側階段室床シートの改修
予定工期　6月～8月

大間々南小学校教室
窓枠改修工事 窓枠の劣化により開閉が困難となっている箇所があるた

め、改修を行うもの。

普通教室1部屋の窓枠改修
予定工期　6月～8月

大間々南小学校プー
ルサイド床面改修工
事

プールサイドの床シートが硬化してめくれ上がり、児童
が足を負傷するおそれがあるため改修するもの。

プールサイド床面の改修
予定工期　8月～12月

大間々南小学校PCB含
有変圧器更新工事 現在使用している変圧器に低濃度PCBが含有されているた

め、これを更新するもの。

変圧器の更新
予定工期　8月～11月

大間々東小学校屋外
手洗場撤去工事 老朽化した屋外手洗場のコンクリートが崩れかけてお

り、児童が怪我をするおそれがあるため撤去するもの。

屋外手洗場の撤去
予定工期　8月～11月

笠懸小学校公共下水
道接続工事設計業務 笠懸小学校を含む区域に公共下水道が整備されたため、

排水をこれに接続するための工事の実施設計を行うも
の。

公共下水道接続工事の設計
予定時期　5月～9月
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4-1  教育総務課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

704

495

3,534

363

笠懸東小学校体育館
トイレ改修工事設計
業務

洋式化工事が未実施である体育館トイレについて、改修
工事の実施設計を行うもの。

トイレ改修工事の設計
予定時期　5月～9月

大間々北小学校体育
館ステージ天井・照
明更新工事設計業務

体育館ステージ天井の強度不足が判明したため、これを
改修する工事の実施設計を行うもの。

天井改修工事の設計
予定時期　5月～9月

笠懸南中学校駐輪場
改修工事 老朽化により屋根に穴が開くなどしている駐輪場の改修

を行うもの。

駐輪場改修工事
予定工期　6月～9月

大間々中学校体育館
教官室エアコン設置
工事

土日の部活動の際、保健室が開いておらず、体調を崩し
た生徒が休憩できる場所がないため、体育館内の教官室
にエアコンを設置して休憩スペースとして活用するも
の。

エアコン設置工事
予定工期　9月～2月
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　4-1  教育総務課

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

7,320

・貸与基準を満たす者に対して学資の貸与を行う。

(貸与額)
高等学校等に在学する者　　　　　　月額10,000円以内

(予算)
令和5年度　奨学金貸与金　7,320千円

（債権額等）
貸付人数　93人
債権額　66,712,250円　　　　　　令和5年5月末現在

令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

みどり市奨学資金貸
付事業 修学の意欲と能力を有するにもかかわらず、経済的理由

によって修学が困難な者に対し、予算の範囲内において
資金を貸与することで教育の機会の確保を図ることを目
的とする。

大学等に在学し、主たる生計維持者と同居する者
　　　　　　　　　　　　　　　　　月額20,000円以内
大学等に在学し、主たる生計維持者と同居していない者　
　　　　　　　　　　　　　　　　　月額30,000円以内

・貸与の目的となる学校を卒業後1年間返還を据置き、
　貸与した期間の2倍の期間内での返還とする。
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4-2  給食センター

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【笠懸地区】
笠懸地区給食運営事業

自校方式（小学校３校、中学校２校、幼稚園１園）
食数：小学校1,284食、中学校960食、幼稚園73食

【大間々地区】
大間々学校給食センター運営事業

センター方式
（小学校４校、中学校２校、義務教育学校１校）

食数：小学校1,238食、中学校460食
食数：前期課程34食、後期課程13食

２地区給食負担金事業

学校給食費管理事業

395,468

196,635,000円

196,221,000円

32,000円

2,580,000円

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

学校給食管理事業
児童生徒が正しい食生活を身につけ、心身共に健全に成
長できるよう、食育の一環として学校給食を実施する。

みどり市立小学校７校、中学校４校、義務教育学校１校
幼稚園１園に在籍する児童、生徒、園児に学校給食を提
供する。
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日
建
築
年
月
日

構
造
・
規
模
・
施
設
内
容
等

敷
地
面
積
(㎡
)
建
物
延
床
面
積
(㎡
)

備
考

笠
懸

公
民

館
笠

懸
町

阿
左

美
1
5
8
1
-
1

7
6
-
2
2
1
1

平
成
7
年

4月
1
日

平
成

7
年
1
2月

3日
平
成

7
年
1
0月

20
日

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建

4
,4

8
6
.0

0
 

3
,3

1
9
.0

0
 

大
間
々

公
民
館
(
多
世
代
交

流
館
内
)

大
間

々
町

塩
原

3
6
3

7
6
-
2
3
1
0

―
平
成

2
4年

10
月
1
日

―
-

―
―

東
公

民
館

東
町

花
輪

2
0
5
-
1

9
7
-
2
7
2
1

昭
和

5
4年

4月
1日

昭
和

5
5年

7月
1日

昭
和

5
5年

3月
20
日

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建

1
,4

0
5
.8

0
 

1
,6

6
2
.5

8
 

笠
懸

図
書

館
笠

懸
町

鹿
3
7
3

7
7
-
1
0
1
0

平
成
8
年

4月
1
日

平
成

9
年
1
月
2
5日

平
成

8
年
9
月
3
0日

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建

3
,7

6
7
.3

1
 

2
,3

6
3
.0

0
 

大
間

々
図

書
館

大
間

々
町

大
間

々
1
3
3
2
-
3

7
3
-
0
7
0
7

平
成

1
4年

3月
1日

平
成

1
4年

4月
1日

平
成

1
4年

3月
25
日

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
上
２
階
建
地
下
１
階
建

1
,2

5
5
.7

2
 

2
,0

0
9
.0

2
 

多
世

代
交

流
館

大
間

々
町

塩
原

3
6
3

7
2
-
1
5
4
7

平
成

3
0年

4月
1日

令
和
元
年
1
1月

23
日

昭
和
4
9
年

3月
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
、
体
育
館
、
広
場

1
4
,1

5
2
.2

0
 

3
,6

3
3
.0

0
 
旧

校
舎

2
4
2
8
㎡

体
育

館
1
2
0
5
㎡

福
岡

記
念

館
大

間
々

町
浅

原
4
6
-
9

7
6
-
9
8
4
6

(社
会

教
育

課
)

平
成

1
2年

4月
1日

平
成

1
2年

6月
1日

平
成

1
2年

5月
29
日

木
造
平
屋
建

5
3
1
.9

9
 

1
4
8
.2

2
 

中 学 校 そ の 他小 学 校 社 会 教 育 施 設
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4
-
3
  
教

育
施

設
関

係
資

料
区
分

施
設
名

所
在
地

電
話
番
号
設
置
年
月
日
開
館
年
月
日
建
築
年
月
日

構
造
・
規
模
・
施
設
内
容
等

敷
地
面
積
(㎡
)
建
物
延
床
面
積
(㎡
)

備
考

岩
宿

博
物

館
笠

懸
町

阿
左

美
1
7
9
0
-
1

7
6
-
1
7
0
1

平
成
4
年

4月
1
日

平
成

4
年
1
0月

1日
平
成

4
年
8
月
3
1日

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
2
階

建
一

部
鉄

骨
造

、
常

設
展

示
室

・
企

画
展

示
室

・
体

験
学

習
室

・
収

蔵
庫

Ａ
・

収
蔵

庫
Ｂ

・
特

別
収

蔵
庫

・
そ

の
他

4
8
,2

1
1
.4

9
(1

0
,3

5
7
.3

)
3
,8

2
3
.0

2
(1

,8
3
6
.5

2
)
(
 
 
)
内

博
物

館
の

み
の

面
積

大
間

々
博

物
館

 
(
コ

ノ
ド

ン
ト

館
）

大
間

々
町

大
間

々
1
0
3
0

7
3
-
4
1
2
3

昭
和

6
2年

3月
12
日

昭
和

6
3年

4月
29
日

大
正
1
0
年
12
月
3
1日

木
造

寄
棟

作
り

妻
入

り
外

壁
タ

イ
ル

張
り

洋
風

建
築

、
(
第

1
・

第
2
・

第
3
）

展
示

室
・

特
別

展
示

室
・

企
画

展
展

示
室

・
収

蔵
庫

・
事

務
室

・
作

業
室

　
他

1
,3

7
0
.2

1
 

6
8
8
.0

8
 
市

指
定

重
要

文
化

財
平

成
1
8
年

3
月

2
7
日

名
称

変
更

史
跡

岩
宿

遺
跡

遺
構

保
護

観
察

施
設

笠
懸

町
阿

左
美

2
4
1
8
-
1

7
6
-
9
3
6
1

平
成

2
年
1
月
1
2日

平
成

2
年
1
月
1
2日

平
成
元

年
12
月
1
5日

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
地

上
1
階

建
、

視
聴

覚
室

、
地

層
保

護
観

察
施

設
及

び
地

形
の

復
元

施
設

1
,6

4
4
.0

0
 

2
0
6
.1

0
 
国

指
定

史
跡

昭
和

5
4
年

8
月

1
7
日

指
定

笠
懸

野
文

化
ホ

ー
ル

(
グ

ン
エ

イ
ホ

ー
ル
P
A
L
)

笠
懸

町
阿

左
美

1
5
7
9
-
1

7
7
-
1
2
1
2

平
成
5
年

4月
1
日

平
成

5
年
1
0月

1日
平
成

5
年
8
月
1
0日

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
地

上
4
階

建
　

一
部

鉄
骨

造
、

ホ
ー

ル
・

リ
ハ

ー
サ

ル
室

・
ギ

ャ
ラ

リ
ー

・
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議
室

・
そ

の
他

3
2
,1

8
1
.0

0
 

4
,7

5
7
.9

1
 
座

席
数

：
固

定
席

1
,
0
1
1
席

　
　

　
　

車
い

す
席

3
席

童
謡

ふ
る

さ
と

館
東

町
座

間
3
6
7
-
1

9
7
-
3
0
0
8

平
成

元
年

5月
1日

平
成

元
年

5月
3日

平
成

元
年

4月
26
日

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

平
屋

建
、

童
謡

(
展

示
)
ホ

ー
ル

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

(
音

楽
)
ホ

ー
ル

・
電

気
ボ

イ
ラ

ー
棟

・
便

所
棟

　
他

7
,0

3
1
.8

4
 

1
,1

9
0
.0

0
 

旧
花

輪
小

学
校

記
念

館
東

町
花

輪
1
9
1

9
7
-
2
6
2
2

平
成

1
6年

4月
1日

平
成

1
5年

7月
20
日

昭
和

6
年
1
1月

15
日

木
造

2
階

建
、

瓦
葺

3
,2

3
9
.1

0
 

1
,1

9
9
.8

0
 国

登
録

有
形

文
化

財
平

成
1
3
年

1
1
月

2
0
日

登
録

富
弘

美
術

館
東

町
草

木
8
6

9
5
-
6
3
3
3

平
成

3
年
5
月
1
2日

平
成

3
年
5
月
1
2日

平
成

1
7年

3月
25
日

鉄
骨

造
1
階

建
1
8
,1

1
4
.0

0
 

2
,4

6
3
.5

0
 

西
鹿
田

中
島

遺
跡
史

跡
公

園
笠

懸
町

西
鹿

田
8
8
2
-
1

3
2
-
3
6
5
2

平
成

3
0年

4月
1日

平
成

3
0年

5月
22
日

平
成

3
0年

4月
26
日

遺
跡

広
場

、
ガ

イ
ダ

ン
ス

施
設

（
木

造
平

屋
建

、
展

示
ホ

ー
ル

・
研

修
室

他
）

、
駐

車
場

及
び

多
目

的
広
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1
3
,4

3
3
.3

3
 

1
8
2
.6

0
 
国

指
定

史
跡

平
成

1
6
年

9
月

3
0
日

指
定

文 化 施 設
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5．学校教育課(主要重点施策)

5-1 学校教育課

5-2 笠懸幼稚園

5-3 教育研究所

5-4 学校教育関係資料

1) 令和５年度 学級編成等一覧

2) 幼稚園・小中学校校内研修一覧

3) みどり市教育研究所概要





5-1  学校教育課

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

19,358
(小 11,433)

(中　6,956)

(義　  969)

1,790
教職員の健康を保持増進するため、諸検査を実施する。

就学指導事業 826

90

21,961
(小   8,217)

(中 12,992)

(義  　752)

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

児童生徒等健康管理
事業 児童生徒等の健康を保持増進するため、諸検査を実施す

る｡

・心臓検査　　　　・結核検査　　　　  ・尿検査
・心電図　　　　　・生活習慣病検査    ・貧血検査
・健康指導　　　　・医療器具購入　　　・寄生虫検査
・学校医報酬(12校)・学校薬剤師報酬(12校)

教職員健康管理事業

・結核検診      　　　　・Ｂ型肝炎予防接種
・教職員健康診断　　　　・胃がん検診
・教職員ストレスチェック 　       

児童生徒の適正な就学指導を行うため、就学時健康診断
等を実施する。

・小学校に入学する児童の就学時健康診断を実施する。
・入学児童及び在学児童生徒を対象とした発達検査及び
　教育支援委員会を開催し、適正な就学指導を行う。

小学校通級指導教室
運営事業 通常学級に在籍する発達障がいのある児童に対して､個々

の障がいの状態に応じた指導を行う。

笠懸小、笠懸西小及び大間々南小通級指導教室に在籍す
る対象児童生徒に対して、個々のニーズに応じた指導を
行うための消耗品を購入する。

児童生徒就学援助事
業 経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し

て、児童・生徒が義務教育を円滑に受けることができる
ように学用品費等を就学援助費として支給する。

・申請家庭に対し基準に従い審査を行い、要件を満たし
  た家庭に就学援助費を支払う。
・学用品費　修学旅行費　校外活動費　通学用品費　
　就学準備費　児童会等活動費　ＰＴＡ活動費　
　オンライン学習通信費
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5-1  学校教育課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

4,139
(小 1,729)

(中 2,124)

(義    286)

学用品費　修学旅行費　新入学学用品費　校外活動費等 　

25,028
(小 14,390)

(中　9,778)

(義     860)

48,603

57,034

7,725

児童生徒特別支援教
育就学奨励事業 特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者に対し、保

護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度
に応じて学用品等の援助を行う。

情報機器管理運営事
業 GIGAスクール構想により整備された端末等を管理し、そ

れらを活用するための環境の充実を図ることで、児童生
徒に個別最適な学びや協働的な学びの確立を図る。

端末修繕費、インターネット接続サービス料、システム
機器保守委託料、システム更新委託料、電子図書使用料､
ネットワーク機器購入費

語学指導者設置事業
各学校にＡＬＴを配置し、英語活動補助及び国際理解教
育等の推進を図る。

・JETプログラムにより中学校に2名のＡＬＴを配置する｡
・民間委託により小・中・義務教育学校に6名のＡＬＴを
　配置する。
・会計年度任用職員（直接雇用）により小学校に3名の
　ＡＬＴを配置する。（大北小・大南小は兼務）

教育支援員配置事業
通常学級及び、特別支援学級に在籍する特別な教育的支
援を必要とする児童生徒の活動を支援する支援員を配置
し、個に応じた指導の充実に努める。

特別支援学級に在籍する児童生徒4名に対して1名、以降
原則児童生徒2名増で1名の教育支援員を配置する。また､
学校の実態に応じ1～3名を追加配置する。

きめ細かな指導充実
支援員配置事業 小学校の低学年から中学年へ学年が移行する際に、学級

数が減り1学級の児童数が増加する場合の3学年に支援員
を配置し、きめ細かな指導の継続充実に努める。

笠小、笠東小、笠西小、大東小に1名ずつ計4名を配置
し、授業時にティームティーチングや少人数指導を実施
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5-1  学校教育課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜新規＞
 ○目的・趣旨

.

 ○内容

2,632

124

916

4,610

学習教材等支援事業
各学校における教材費に対し、児童生徒１人当たり一定
額を市が負担し、学校教育における教材等の充実を図る｡

各学校で使用する副読本の不足分や中学校体育の副読本
の購入及び、小学校社会科副読本の印刷（隔年で2年分を
印刷）費用を市が負担する。

いじめ防止対策推進
事業 いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止の方針及び

組織を整備し、各学校におけるいじめ防止対策等を総合
的かつ効果的に進める。

みどり市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止対策
を総合的かつ計画的に実施する。

東地域小中一貫教育
推進事業 みどり市英語教育の先進校として、コミュニケーション

能力や主体的に行動する能力を育成し、社会でより良く
生きる力を身につける。

あずま小中学校において、英語、国語、社会、算数、理
科についてデジタル教科書を用いた授業を実施する。英
語科では、英語科担当に加えて、英語力向上支援員も参
加したきめ細かで、質の高い授業を実施する。

英語力向上対策事業
各学校において、１人１台のタブレット端末を用いた発
達の段階に応じた質の高い英語教育を実践する｡
英語力向上コーディネーターを配置し、学校訪問や組織
的な英語検定を実施する。

市内小学校５・６年生、中学校全学年、義務教育学校５
～９年生の児童生徒に対して英語デジタル教科書を導入
し、活用を図る。
英語力向上コーディネーターが各学校を訪問し、英語の
授業改善やALTの研修、研究所研究班における指導助言行
う。
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5-1  学校教育課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜新規＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

28,797
(小　15,263)

(中　11,499)

(義  　2,035)

7,531

4,328

3,739
(小　2,356)

(中　1,318)

(義       36)

(幼       29)

107,433

学力向上対策支援員
事業 各学校に学力向上対策支援員を配置するなど、個に応じ

たきめ細かな指導の充実に努める。

小学校に8名、中学校に6名、義務教育学校に1名を配置
し、ティームティーチング等少人数指導を実施する。

生徒指導特別サポー
ト員配置事業 中学校に生徒指導特別サポート員を配置し、生徒指導体

制を整え問題行動等の解決や不登校対策に努める。

中学校4校に各1名を配置し、問題行動への対応や不登校
対策等、生徒指導面で活用する。

英語体験学習事業
本市の次代を担う各中学校・義務教育学校後期課程の生
徒に、グローバルな視点を養うとともに語学力の向上と
文化的な交流を深めることと同時に地元みどり市のよさ
を認識し、愛着を持つ生徒の育成を目指す目的で実施。

市内中学校・義務教育学校後期課程の生徒50名を選考
し，ネイティブスピーカーとの英語アクティビティー、
一人一台端末を活用したオンライン英会話学習、市内施
設を利用した体験活動を行う。

日本スポーツ振興セ
ンター加入事業 学校･幼稚園の管理下において児童生徒及び幼児に災害が

発生したときに、災害共済給付(医療費等の給付)を行う｡

・公立の幼稚園及び各学校の全園児、児童、生徒の加入
　に対し補助をする。
・幼稚園・学校管理下における事故・怪我に対し医療費
　及び見舞金（療養に要する費用に1/10を加算した額）
  を給付する。

学校情報整備管理運
営事業 各学校における情報教育の資質向上、及びPC設備等の充

実を図る。また、各学校に導入した校務支援システムを
活用し、教職員の校務処理時間の負担軽減を図るととも
に、児童生徒に対応する時間と授業準備等時間の確保す
る。

・各学校PC教室及び教職員のPC機器、サーバ機器等リー
  ス料
・インターネット接続サービス料､システム保守委託料、
　ウィルス対策費等
・学校ICT支援委託料
・学校図書マーク使用料
・笠懸幼稚園緊急メール配信システム使用料
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5-1  学校教育課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

8,071

653

3,369

810

私立幼稚園施設改修補助金（年１園のみ･２園を交互）

65,961

2,058

防犯カメラ設置事業
防犯カメラを活用し、不審者侵入への抑止力と不審者侵
入の際のデータの記録により、各学校における学校安全
の推進及び危機管理の充実を図る。

・市内11校１園に設置してある防犯カメラシステムの保
　守点検を含むリース料金　※笠懸西小学校を除く
・笠懸西小学校に設置された防犯カメラシステムの保守
　委託料

非常通報装置設置事
業 市内各学校及び笠懸幼稚園に設置している学校・園と県

警の通信指令室を結ぶ非常通報装置を活用し、学校安全
の推進を図る。

市内12校１園に設置してある非常通報システム機器の保
守管理費用

私立幼稚園運営費等
補助事業 市内の私立幼稚園における幼児教育の振興及び充実を図

るため補助を行う。

・私立幼稚園教育振興費補助金（毎月１回）
・私立幼稚園運営費補助金（年２回）
・私立幼稚園職員研修費補助金（年２回）

私立幼稚園施設改修
補助事業 市内私立幼稚園に対し、申請に基づき園舎の新築･増築･

改築及び改修等を行う費用に係る部分の補助を行う。

施設等利用給付事業
（幼稚園） 新制度未移行幼稚園へ通う園児をもつ保護者の保育料及

び預かり保育料に係る経済的負担を軽減する。

保育料を月額上限25,700円まで、預かり保育料を月額上
限11,300円まで無償とする。

私立幼稚園副食費助
成事業 新制度未移行幼稚園へ通う園児をもつ保護者の副食費に

係る経済的負担を軽減する。

年収360万円未満相当世帯の子ども及び所得階層に関わら
ず第3子以降の子どもをもつ保護者に対して、月額4,500
円以内の範囲で副食材料費負担分を補助する。
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5-2  笠懸幼稚園

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

860

7,124

524

83

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

幼稚園健康管理事業
笠懸幼稚園児等の健康を保持増進するため、諸検査など
を実施する。

・尿検査　　　　　　　　　　・健康指導　　
・園医報酬（１園）　　　　　・園薬剤師報酬（１園）
・県歯科衛生士会歯科保健指導

幼稚園補助教諭配置
事業 個に応じたきめ細やかな指導・援助の充実のため、幼稚

園教諭を配置する。

担任の補助として会計年度任用職員を配置し、個に応じ
た丁寧できめ細やかな指導・援助を充実させる。

幼稚園保育充実事業
幼児の体験を豊かにするため、芸術的要素を取り入れた
園行事や活動を実施する。

・お楽しみ会（大道芸、和太鼓、人形劇、ブラスバンド
  演奏など）を実施する。
・作品展では、観察画や経験画、折紙や廃品制作などの
  個人作品や共同作品を３日間に分けて、学年ごとに保
  護者に公開する。
・学校評議員会議を年２回開催する。

幼稚園子育て支援事
業 ・幼稚園（幼児）教育への理解を深め、保護者の子育て

  に対する意識を高められるように、保護者向けの講演
  会を開催する。
・預かり保育を実施し、通常保育終了後の園児を預か
  り、保護者の生活をサポートする。

・外部講師による保護者向けの子育て講演会を実施する｡
・運動会競技やPTA行事に、園児の兄弟姉妹も参加して
  もらう。
・預かり保育を１４時から１６時まで実施する。
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5-3  教育研究所

＜継続＞
9,147  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
882  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
2,466  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
8,334  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
13,123  ○目的・趣旨

 ○内容

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

学校カウンセラー活
用事業 いじめ・不登校など学校生活において児童生徒が抱えて

いる問題や悩みに対して適切に対応し、児童生徒が安心
して学校生活を送れるよう、各学校の教育相談体制の充
実を図る。新型コロナウイルス関連の対応には引き続き
特に留意する。

・児童生徒や保護者への面接
・ケース会議（教育相談部会など）での助言
・保護者、関係機関等との連携支援

スクールソーシャル
ワーカー配置事業 いじめ・不登校、家庭生活などにおいて児童生徒保護者

が抱えている問題や悩みに対して適切に対応し、児童生
徒保護者が安心して生活を送れるよう、児童生徒及び家
庭の支援体制の充実を図る。新型コロナウイルス関連の
対応には引き続き特に留意する。

・児童生徒や保護者への面接
・ケース会議（教育相談部会など）での助言
・保護者、関係機関等との連携支援

学級経営充実事業
児童生徒が、学級を「心の居場所」とし、安心して学校
生活が送れるように、学級における児童生徒の実態を把
握し、きめ細かな指導の充実を図る。

・楽しい学校生活を送るためのアンケートＱ－Ｕの実施
・学級経営に関する研修会の実施
・問題を抱えた学級へのチーム支援の実施

教育研究所総務事業
教育研究所の諸事業を推進するために、計画的に事務局
運営を行う。

・今日的な教育課題の解決に向けた教育研究の推進
・学校や各地の研究資料の収集整備
・教育相談事業、ＩＣＴの活用・英語教育の推進

教育支援センター運
営事業 不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援と、自立的に生

きる基礎を養うための指導の充実を図る。

・大間々及び笠懸の教育支援センターにおいて、各３名
　の教育相談員、指導員による指導
　（学校復帰をめざしたカウンセリング、学習指導、体
　験的な活動等）
・在籍校や保護者、関係機関等との連携による指導
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5-3  教育研究所

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
480  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
4,129  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
691  ○目的・趣旨

 ○内容

※新型コロナウイルス感染症状況を踏まえて実施

445

教職員研修事業
教職員の資質向上と専門性を高めるため、各種研修を実
施する。

学力向上対策事業
基礎学力等の定着状況の把握・分析を行い、それに基づ
いた授業改善に取り組むことにより、児童生徒の学力の
向上を図る。

知能検査及び学力調査の実施とその分析による学力向上
対策を実施する。

キャリアドリーム事
業 生徒に適切な職業観、勤労観を身に付けるために５日間

程度の職場体験活動を実施する。

市内全中学校の２年生及び義務教育学校の８年生を対象
として連続した３～５日間程度の職場体験活動を中心と
したキャリア教育を実施する。

ＭＩＤＯＲＩプログ
ラミング教室事業 ・中学生を対象に群馬大学と連携したプログラミング

　教室を実施し、プログラミング思考の育成を図る。
・小学校低学年児童及び中学生を対象としたプログラ
　ミング教室を実施する。

・群馬大学理工学部との連携によるプログラミング教室
　を大学教授及び大学院生を招聘して実施。
・「グッドアイ」が作成したプログラムにより質の高い
　プログラミング教室を実施する。

・学校経営研修講座
・ふたばプラン研修講座
・大樹プラン研修講座
・教育相談研修（中級）
・夏季研修講座及び教育課程研修会
・発達講習会
・校内研修研究報告書の作成・公開
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5-3  教育研究所

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
933  ○目的・趣旨

 ○内容

環境教育・宿泊体験
奨励事業

・環境教育実践に関わる活動を推進する。
　（グリーンカーテンなど）
・市内全小学校及び義務教育学校で東毛青少年自然の家
　や桐生野外活動センター等で１泊２日の宿泊体験活動
　を実施する。

児童が環境について正しく理解し、責任をもって環境を
守るための行動ができる資質を養うために、環境教育を
推進する。また、体験的な学習機会の充実を図り、自主
的主体的な活動の実践を通して児童の生きる力の育成を
目指すため、宿泊体験学習を実施する。実施については
新型コロナウイルス感染状況を踏まえて内容や方法等を
検討する。
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1
笠懸幼稚園

【武井　澄江】
○金子　亜季子

友だちと関わって遊ぶことを楽しむ幼児の育成
　～自分の思いを表現しながら、異年齢児と関わる経験を通して～

2
笠懸小学校

【加部　豊】
○谷苗　朋

自分の思いや考えを広げ、表現できる児童の育成
　～学び合い高め合うICTの有効活用を通して～

3
笠懸東小学校

【栁澤かおり】
○佐藤　玲子

笠懸に生き、笠懸を愛する、笠懸っ子の育成
　～他者と関わり合いながら、思いを形にする表現活動の工夫～

市指定校（R4～R5)
総合関東ブロック発表校

4

笠懸北小学校
【桒原　淳一】
○清水　友紀
○川崎　有紀

自分の思いや考えをもち、表現できる生徒の育成
　～表現力を高める授業改善を通して～

市指定校（R5～R6）

5
笠懸西小学校
【吉田　努】
○加藤　絵梨

自分の思いや考えをもち、表現できる生徒の育成
　～表現力を高める授業改善を通して～

6
大間々北小学校
【水戸　厚】
○桒原　直道

自分の考えをもち，学び合いを通し深く学ぶ児童の育成
　～協働的な学びを取り入れた授業づくりを通して～

7
大間々南小学校
【黒澤　寿一】
○松島　孝介

主体的に学ぶ児童の育成
　～場面ごとの指導の工夫を通して～

8
大間々東小学校
【園田　幸男】
○藤生　健一

自らの考えを深められる児童の育成
　～「『はたく群馬の指導プランⅡ』 ICTver.」を活用した授業実践を通
して～

9
笠懸中学校

【髙橋　博】
○大澤　宏美

主体的に学びに向かう生徒の育成
　～学びに向かう姿を引き出す指導の工夫を通して～

10
笠懸南中学校
【大澤　智】
○中野　和真

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
　～はばたく群馬の指導プランⅡ ICT版を活用して（２年次）～

県体力向上推進モデル校

11
大間々中学校

【宮﨑　勝義】
○藤井　啓太

生徒一人一人の学びを引き出す授業の創造
　～「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体化を図る発問の工夫～

市指定校（R5～R6）

12
大間々東中学校
【関　郁宏】
○金子　隆智

主体性をもち，互いに学び合える生徒の育成
　～必要感のある課題と自己決定の場の工夫を通して～

市指定校（R4～R5)

13
あずま小中学校
【青柳寿美江】
○金井　康朗

主体的に考え，豊かに表現できる児童生徒の育成
　～個に応じた指導の充実を通して～

２）幼稚園・小中学校　校内研修一覧

学校名
【校長名】
○研修主任

研修主題（案）
～副主題～

令和５年度指定校等
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3) みどり市教育研究所概要

Ⅰ 沿 革

◯平成１７年度 ３月２７日、新田郡笠懸町・山田郡大間々町・勢多郡東村の合併により、みどり

市が誕生し、「みどり市教育研究所」（大間々町大間々１００２番地９）が開設

された。それに伴い適応指導教室（大間々教室・笠懸教室）が、設置された。

◯平成２２年度 ４月１日 教育庁舎（大間々町大間々２３５番地６）へ移転

◯平成２６年度 １１月２５日 適応指導笠懸教室を移転（阿左美１７１４番地１）

○令和 ３年度 ６月１１日 「適応指導教室」を「教育支援センターなごみ教室」に名称変更

Ⅱ 運営要綱

１．基本方針

「みどり市教育研究所設置条例」「みどり市教育研究所設置に関する規則」に定める事業目的

を達成するため、次の方針に基づき運営する。

（１）『令和５年度 みどり市教育行政方針』を踏まえ、研修・研究活動を通して、本市学校教育

の水準を高め、教職員の資質向上を図る。

（２）教育相談事業の拡充に努め、学校教育の充実発展に寄与する。

（３）教育支援センターの充実を図り、不登校児童生徒の学校復帰のみならず、各個人の有する能

力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きるための基礎を養う。

２．重点事項

（１）教育課題の解決を図るため、研究主題を設定し、実践的研究に努める。

（２）各種研修講座を開催して、教職員の資質向上を図る。

（３）教育相談事業を通して、学校教育の支援に努める。

（４）教育支援センター及び訪問指導等の活動を充実させ、不登校対策事業を積極果敢に推進する。

３．運営組織図
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４．事業内容

(1) 教育研究

※研 究 日 原則年間１５回 水曜日 １５：３０～

※研究会場 みどり市教育庁舎会議室および各校

(2) 不登校児童生徒対策

◯教育支援センターにおける指導を充実し、学校・家庭との連携を密にして、児童生徒の学校復帰

や社会において自立的に生きるための基礎を養う。

○教育支援センター連絡会議を年４回開催し、入室児童生徒の適切な支援のあり方を明らかにする。

○みどり市教育支援センター

なごみ教室大間々 みどり市大間々町大間々２３５番地６（電話 ０２７７－７６－９８６２）

なごみ教室笠懸 みどり市笠懸町阿左美１７１４番地１（電話 ０２７７－７７－０１００）

(3) 電話・来所 教育相談

○児童生徒、保護者、教員等を対象とし、電話及び来所による教育相談を行う。

○月曜日～金曜日（祝日を除く）９：００～１７：００

○みどり市教育研究所内 電話 ０２７７－７３－１１１０（教育相談専用）

(4) 研修講座等

班 名 研 究 内 容

授 業 改 善 班
ＩＣＴを活用した個別最適な学びと協働的な学びの実現に向けた実践的

な研究を行う。

特別支援教育推進班
通常学級で進める特別支援教育の充実、発達障害のある児童生徒への支援

のあり方や方法について、実践的な研究を行う。

英 語 力 向 上 班
小中９年間を見通して適切な言語活動を設定し、英語力・コミュニケーシ

ョン力・表現力等の向上に向けた実践的研究を行う。

経験者研修
・ふたばプラン（教職経験３年目の正規教諭対象）

・大樹プラン（前年度に年齢が５０歳に達した管理職以外の正規教諭対象）

教育相談技術認定

(初級)講座

・期日 年間計画により実施（８講座）※隔年実施（令和５年度は実施）

・内容 教育相談技術認定（初級）に必要な知識･技術等の習得のための研修

教育相談技術認定

(中級)事例研究会

・期日 年間計画により実施（６講座）

・内容 教育相談技術認定（中級）取得に係わる事例研究

夏季研修講座
・期間 ８月に実施

・内容 教育講演会（教職員のためのスクール・コンプライアンス研修）

学校経営研修講座

・期間 ５月～６月に実施（６講座）

・内容 教育を学校経営的視点からとらえる力を深め、学校教育に積極的に

取り組む人材の育成を目指した研修

発達講習会
・期間 ８月に実施

・内容 気になる幼児、児童・生徒への支援についての研修

教育課程研修講座

・内容 主任会と連携し、学習指導要領に係わる学習会を開催する。

全市的に教務主任会等を中心とした、教育課程の編成・実施等につ

いての情報交換や研修を進める。
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6．社会教育課(主要重点施策)

6-1 社会教育課

6-2 笠懸公民館

6-3 大間々公民館

6-4 東公民館

6-5 笠懸図書館

6-6 大間々図書館

6-7 笠懸野文化ホール

6-8 童謡ふるさと館

6-9 多世代交流館

6-1０ 社会教育関係資料

1) みどり市図書館(室)資料





6-1  社会教育課

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容
・今後の社会教育委員活動の検討
・コロナ禍における社会教育活動のあり方検討

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

681

46

4

209

令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

社会教育委員会議事
業 社会教育行政の推進にあたり、民意を反映させるための

附属機関として、「社会教育に関する諸計画の立案」・
「諮問・答申」・「意見具申」などを行い、社会教育の
振興を図る。

人権展事業
市内幼稚園・小中高等学校、特別支援学校の人権に対す
る取組や児童生徒の作品展示を通して、市民の人権に関
する意識の向上を図る。

・市内幼稚園・小中高等学校、特別支援学校の人権に関
　する取組のまとめ
・児童・生徒の作品（作文・標語・ポスター等）の展示
　開催期間:令和6年1月25日(木)～2月8日(木)笠懸公民館

期　間：令和5年1月20日(金)～2月2日(木)
会　場：笠懸公民館　2階ロビー
出品校及び出品数:3園14校　7,415点
参観者数:660人

人権教育指導者養成
講座事業 地域や学校・職場で率先して人権問題の解決に向けて行

動できるリーダーとなる人材を育成する。

・講座の開催
　対象：教職員、市職員、関係機関、団体役員など
　概要：人権問題について系統的に学び、理解を深め、
　　　　実践力を身につける。

テーマ：同和問題
開催日：令和4年12月1日(木)
会　場：笠懸公民館　視聴覚室
参加者：11人

人権教育啓発事業
人権教育の普及・啓発を目的に代表児童・生徒の標語を
掲載した啓発作品を作成・配布することで、人権につい
て考えるきっかけとする。

・市内の児童・生徒による人権をテーマにした作文や標
　語、ポスター作品の募集を実施
・参加者に、代表作が印字されたクリアフォルダーを配
　布し、人権の啓発を実施
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令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容
人権教育講座の開催

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

168

365

表彰(個人) 表彰(団体) 参加者
令和2年度
令和3年度
令和4年度 5人 該当なし 214人

3,736

2,016

人権教育推進事業
身近にある様々な問題を通して人権について考える機会
を設け、人権問題を直感的にとらえる感性や豊かな感覚
を育成する。

生涯学習大会事業
さまざまな生涯学習活動に取り組んでいる市民の情報を
提供し、生涯学習の重要性を再認識するとともに、今後
の活動をより豊かなものにすることを目的として大会を
開催する。また、文化・スポーツ分野で活躍をした市民
の功績を顕彰するみどり市教育委員会表彰を併催し、生
涯学習活動の活性化を図る。

・教育委員会表彰
・生涯学習活動紹介
・記念講演会等
・開催期日：令和6年2月11日(日)

新型ｺﾛﾅ感染の影響により中止

社会教育関係団体運
営費補助事業 市内において社会教育活動を行っている社会教育関係団

体の運営費等に対する補助を行う。

社会教育法第10条で規定する対象団体に毎年度予算の範
囲内で定めた額を補助する。

生涯学習地区事業補
助事業 市全体の社会教育・生涯学習・スポーツ活動の発展やま

ちづくりに役立てるため、行政区や学校区が中心となり
行う社会教育・生涯学習・スポーツ活動事業に対して補
助金を交付し、各地区の学習活動やコミュニティづくり
などを通じ、地区の活性化を図る。

　テーマ：インターネット等による人権侵害
　　開催日：令和4年10月25日(火)
　　会　場：笠懸公民館　視聴覚室
　　参加者：22人
　テーマ：子どもたちの人権
　　開催日：令和4年11月18日(金)
　　会　場：笠懸公民館　視聴覚室
　　参加者：24人
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6-1  社会教育課

令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○内容

【参考】
令和2年度補助対象事業　　4事業
令和3年度補助対象事業　　3事業
令和4年度補助対象事業　 15事業

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】

－

講座ﾒﾆｭｰ数 開催講座数 受講者数
令和2年度 69 13 253人
令和3年度 73 32 1,113人
令和4年度 71 109 3,132人

500

勉強会 落語会
開催時期 参加者数 開催日 参加者数

令和2年度 新型ｺﾛﾅ感染の影響により中止
令和3年度 10月・11月 433人 11月28日 155人
令和4年度 10月・11月 387人 11月28日 70人

(生涯学習地区事業補
助事業) ・対象：他の補助金を受けない当該地区住民を対象にし

　た20千円以上の事業
・補助額：1事業100千円を上限に対象経費の1/2
・限度額：1行政区あたり140千円上限

みどり市どこでも出
前講座 身近な問題について、その仕組みや市職員の専門知識な

どの情報を伝え、市民の学習活動に役立てるとともに、
市民と市職員のコミュニケーションを図る。

団体やグループなどの活動の場に市職員が出向き、みど
り市の行政や福祉、まちづくり、産業、教育など身近な
内容についての講座を行う。

ジュニアアカデミー
事業（創生落語伝承
事業）

子どもたちの文化伝承の基礎を培い、郷土への思いを深
めるため、市の特色を生かして作られた創生落語を活用
し、郷土の歴史や文化を伝統芸能である落語を通して学
ぶ。

・対象：市内小学校6年生
・創生落語に関する授業の実施
・落語家による落語会を開催し、鑑賞する。
・開催期日（会場）
　勉強会（各小学校）･･･10月中旬～11月下旬
　落語会（ながめ余興場）･･･12月2日(土）
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6-1  社会教育課

令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容
子どものためのコンサート

【参考】

大阪桐蔭高校吹奏楽部演奏会

485

745

開催時期 参加人数
令和2年度
令和3年度
令和4年度 9月3日 273人

ジュニアアカデミー
事業（スポーツ分
野）

市内の小・中学生を対象に、「未来づくり」のきっかけ
を届けるスポーツ分野の事業。
プロのスポーツ選手の話を直接聴き、競技の指導を受け
ることなどにより、新たな発見や自身の興味を深める
きっかけとする場を実施する。

卓球教室
・開催日…5月14日（日）
・会　場…大間々東中学校体育館
・講　師…日本生命女子卓球部

バスケットボール教室
・開催日…7月24日(月)中学生・29日(土)小学生
・会　場…みどり市民体育館
・講　師…群馬クレインサンダーズ

ジュニアアカデミー
事業（音楽分野） 市内の小・中学生を対象に、「未来づくり」のきっかけ

を届ける音楽分野の事業。
世界で活躍するアーティストや国内有数の吹奏楽団が市
内の小・中学生の間近で演奏することで、音楽のチカラ
やすばらしさを身近に感じ、音楽好きになるきっかけと
なるよう事業を実施する。

・開催日…9月2日（土）
・会　場…ながめ余興場
・出　演…荒川洋氏（フルート）、佐藤勝重氏（ピ
　　　　　アノ）、長石篤志氏（ヴィオラ）

新型ｺﾛﾅ感染の影響により中止

・開催日…11月2日（木）
・会　場…笠懸野文化ホール
・出　演…大阪桐蔭高校吹奏楽部
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6-1  社会教育課

令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜新規＞
 ○目的・趣旨

 ○内容
パステル画教室

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
件数：2件
・

及びクリップ交換工事
・ 笠懸町第6区青少年広場遊具改修工事（第2期）

300

1,939

8,196

笠懸町第2区青少年広場防球ネットワイヤーロープ

ジュニアアカデミー
事業（芸術分野） 市内の小学生を対象に、「未来づくり」のきっかけを届

ける芸術分野の事業。
プロの文化芸術家の作品を鑑賞し、自ら作品を作ること
により芸術を身近に感じることで、個性を伸ばすきっか
けとなるよう事業を実施する。

・開催日…7月26日（水）、8月2日（水）、8月9日（水）
　　　　　午前：小学2～4年生、午後：小学5、6年生
・会　場…笠懸公民館
・講　師…荒木千恵子氏

青少年教育関係団体
運営費補助事業 青少年の健全育成活動を推進する青少年育成推進員の活

動を支援するとともに、非行防止標語の募集、少年の主
張大会など青少年健全育成事業を通じて、市民の青少年
健全育成に対する意識の向上を図る。

青少年広場設置補助
事業 青少年に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情緒を

豊かにするため、行政区が設置し、維持・管理を行う青
少年広場に対して借地料等の補助を行う。

・区が設置する青少年広場が賃貸借契約である場合は、
　市の基準により借地料を補助
・青少年広場の改修及び修繕(補助対象事業費の70％)、
　備品購入(補助対象事業費の50％)に対し補助

・青少年問題協議会や青少年育成推進員による活動
・非行防止標語コンクールや少年の主張大会の実施
・青少年健全育成大会を開催
・開催期日
　少年の主張みどり市大会　6月24日(土) 　
  非行防止標語展　11月9日(木)～15日(水)
　青少年健全育成大会　11月11日(土)
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6-1  社会教育課

令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】
令和5年成人式　出席成人者数397人(出席率72％)
令和4年成人式　出席成人者数453人(出席率72％)

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

3,184

1,828

156

みどり市青少年セン
ター運営事業 青少年の健全な育成及び非行防止を図るため、みどり市

青少年センターを設置し、地域における青少年育成活動
を行う。

・青少年補導　・青少年相談　・青少年情報提供
・その他青少年の健全育成及び非行防止に必要な事業
・補導員56人　・相談員4人
・1回につき約2時間、月10回程度の補導活動

成人式事業
青少年の自立と社会参加を促進するとともに、成人を祝
い励ますため式典を行う。式典の企画運営については、
新成人による運営委員会を組織し、新成人の参加のもと
意見を取り入れながら実施する。

・式典　・記念写真撮影
・アトラクション(内容については運営委員会で検討)
・開催期日：令和6年1月7日(日)
・会場：笠懸野文化ホール

福岡記念館維持管理
事業 郷土の歴史に関する知識と理解を深め、教育及び文化の

発展に寄与し、市民の生涯学習を推進するため、福岡記
念館の維持管理を行う。

・郷土の歴史の理解と生涯学習の推進のため、福岡記念
　館の維持管理を行い、施設及び備品の貸出を行う。
・具体的な施設の維持管理貸出業務については、地元大
　間々町第15区と管理委託契約により行う。
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6-2  笠懸公民館

【参考】令和4年度実績　

【参考】令和4年度実績

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

運営組織
＜継続＞  ○目的・趣旨

384

 ○内容

＜継続＞

2,237  ○目的・趣旨

 ○内容

自主事業　学級・講座　
＜継続＞  ○目的・趣旨

81

 ○内容

99  ○目的・趣旨

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

公民館運営審議会 公民館の運営に対し住民の意見･要望を十分に反映できる
よう公民館の運営･事業について調査･審議にあたる。         
委員定数18人。

３地域の公民館運営、各種事業の企画、課題等について
調査審議を行う。専門委員会制度を活用し、公民館ごと
に審議会専門部会を開催、審議内容を公民館運営に反映
する。笠懸公民館が事務局を担当。

全体会:3回､専門部会:各公民館3回
「新型コロナウィルス禍における公民館活動につい
て」の答申を受け、各公民館の対応を回答した。

地区公民館連絡協議
会 笠懸地域10行政区に設置される地区公民館の地区公民館

長・主事34人で組織し、情報交換・連絡調整・研修など
を行い地区公民館活動を通じた地域づくりを推進する。

各地区公民館における情報交換や研修会､地区公民館長・
主事合同会議などを実施。

館長会議：1回　　連絡協議会：2回
館長・主事研修：1回
笠懸地域文化祭に模擬店を出店

子どもの学び支援事業
（3公民館合同事業）

子どもたちに公民館等の会議室を学習室として開放し、
地域ボランティア（高校生～一般）がその指導にあたる
ことにより、学習の場を提供するとともに、公民館を身
近に感じてもらうことで公民館の利用促進を図る。

地域ボランティアを募集し、公民館を活用した自主学習
の支援を行う。夏休み期間中に8日間開催。

講座名：こうみんかんdeスタディ
開催日数：8日間　　市内小中学生延参加者数：175人
学習支援ボランティア登録者数：25人　

青少年教室
地域での学校外活動（学習・文化・スポーツ活動など）
の振興を図り、体験学習・世代交流などを進めるため、
児童・生徒を対象とした各種教室・研修会・イベントな
どを開催する。

-75-



6-2  笠懸公民館

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

 ○内容

【参考】令和4年度実績

(青少年教室）  ○内容

97  ○目的・趣旨

 ○内容

113  ○目的・趣旨

子どもたちとその保護者が、学校では学ぶことのできな
い共通の体験を通してふれあう機会を設けるとともに、
さまざまな活動を体験することで工夫することの楽しさ
や創造することの面白さを知り、多様な学びを通じて地
域の子どもが豊かに成長することを目的として実施。

教室数：5教室　　開催数：9回　　延参加者数:216人
　①絵画教室
　②おもしろ科学教室
　③体験して学ぶ！化石教室
　④木の実で作る！小学生クリスマスリース教室
　⑤冬休み書道教室

家庭教育学級
健やかに子どもを育てるために、保護者同士の交流を図
りながら、子育ての不安の解消や家庭、家族のあり方な
どを学習しつつ、家庭の教育力の向上に役立てる。

子育ての悩みを抱える保護者同士の交流や情報交換を通
して、家庭の教育力の向上を目的として開講。
お母さんと一緒教室は、子どもとその保護者を対象に、
専任の講師により7～3月まで月2回の教室を開催予定。令
和2年度から対象年齢を1歳半に引き下げ、1歳半から3歳
の児童を対象とした。

教室名：お母さんと一緒教室
打合せ会議：1回
教室開催回数：16回　　延参加者数：108組216人

高齢者教室
急激に変化する時代に対応するため、社会参加と高齢者
の役割を、講義・実習・話し合いなどを通して学びなが
ら豊富な経験・知識を社会に還元するなど、生きがいの
ある日常生活を送るための学習を行う。

笠懸地区老人クラブ連合会と社会福祉協議会の後援で、
老人クラブ役員と協議しながら「楽しく、ためになる」
講座を企画する。家庭や地域で、高齢者がより豊かで楽
しく暮らすために必要な知識や技術を習得するとともに､
仲間づくりと社会参加を推進する。

打合せ会議：2回
講座開催回数：7回（内、視察研修旅行1回）
延参加者数：656人
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6-2  笠懸公民館

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

125  ○目的・趣旨

 ○内容

84  ○目的・趣旨

490  ○目的・趣旨

 ○内容

イベント・事業
＜継続＞  ○目的・趣旨

422

市民講座
「学習から実践へ」を基本に年度ごとにテーマを設け、
継続的、系統的な学習を進める。

市民参加による運営委員会を組織し、年度ごとにテ－マ
を設定し開講している。

テーマ：「知識を身に付け、智慧を育む」
講座開催回数：5回　　延参加者数：187人

公民館主催教室
（自主申請学級） 住民の学習要求や地域課題について学級や教室を開催す

ることにより、様々な学習の機会を提供することを目的
とする。

住民の学習要求を把握し、その時々の課題を踏まえて住
民と相談しつつ、新規サークルの育成につながる学級・
講座を開催する。

教室数：3教室　 開催回数：5回　 延参加者数：55人
　①よく分かる大間々の歴史（全3回）
　②入学準備講座　体育着袋を手作り！
　③作ってみよう！ウクライナ料理

笠懸地域公民館自主
申請学級 住民にとって身近な各区の地区公民館で開催。地区公民

館役員を中心に企画・運営を行い、地域住民の交流を深
めるとともに各地区の特性を生かした学習の機会を提供
する。

各地区公民館との共催により、地区公民館の主体性を尊
重して取り組んでいる。学習のテ－マは地区公民館の実
情に合わせ決定し、自主運営を基本に開講している。

6区スポーツウェルネス吹矢体験教室　延参加者数：15人
8区子ども八木節教室　延参加者数：188人
9区ウクレレ初心者講座　延参加者数：41人

地域文化祭 地域で活動している団体・個人の活動成果の発表と交流
の場として、｢参加から参画そして新しい仲間づくりへ｣
をテーマに実行委員会を組織し、地域文化祭を開催する｡
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6-2  笠懸公民館

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○内容

【参考】令和4年度実績
来場者数：3,500人
参加団体数：60団体

イベント部門
ステージ部門

＜継続＞

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

【参考】令和4年度実績

＜継続＞

【参考】令和4年度実績

(地域文化祭）

展示部門 29団体
13団体
18団体

309  ○目的・趣旨

 ○内容

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

56  ○目的・趣旨

 ○内容

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

－  ○目的・趣旨

 ○内容

参加　　34団体　　40人

参加者で実行委員会を組織し、公民館及び地域で活躍し
ている団体・個人の文化と芸術活動の発表と交流の場と
して開催。
開催予定日：10月14日(土)、15日(日)

こどもまつり
笠懸地域の子どもや青少年健全育成団体が互いに交流を
深めるとともに、各種の参加イベント等で子どもたちに
さまざまな体験の機会と学びの場を提供する。

笠懸地域の青少年健全育成団体で実行委員会を組織し、
体験学習を中心としたイベントの企画・運営を行う。

公民館大会
公民館や公民館活動について、利用者や住民が意見を交
換することにより、公民館のあり方や自分たちの活動の
あり方を考え、改善することをめざす。

地域における公民館の役割を考え、地域活性化のために
できることを考える。大会を通じて利用者や市民に、公
民館と地域の繋がりについてふりかえるきっかけの場を
提供する。

利用者懇談会
公民館が利用者の要望や悩み等を懇談形式で直接聞く機
会を設ける。同時に､利用者同士が話し合うことにより､
使いやすい公民館を利用者自身が作っていく雰囲気づく
りを行う｡

公民館の利用について困っていることなどを話し合い、
個人やサークルの問題としてではなく利用者全体の問題
として考えることで、よりよい公民館作りをめざす。
みどり市笠懸公民館利用者の会と共催で実施。
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6-2  笠懸公民館

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞

【参考】令和4年度実績

【参考】令和４年度実績

【参考】令和4年度実績

－  ○目的・趣旨

 ○内容
みどり市笠懸公民館利用者の会と共催で年2回実施

6月　中止
　12月　102団体　221人参加　公民館周辺の落葉清掃

＜継続＞

－  ○目的・趣旨

 ○内容

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

広報・学習情報提供
＜継続＞  ○目的・趣旨

2,676

 ○内容

公民館大掃除
利用団体が一堂に集まり公民館全体の掃除を行うことで､
施設を自分たちのものとして大切に使っていく意識を育
むとともに、普段接点の少ない利用者同士の貴重な交流
の機会とする。

ミニイベント
公民館のロビーやギャラリーを活用し、ミニイベント、
ミニ発表会、ミニ展示等を開催し、公民館の“自由な活
動の場”“住民の広場”としての機能の充実をめざす。

ロビー活用事業として笠懸公民館利用者の会と共催で実
施している「いこいの広場」は、平成19年11月からス
タートし、平成29年度に第100回を迎えた。引き続き各利
用団体に積極的な参加を働きかけていく。

公民館報の発行 社会教育情報誌・公民館活動広報誌として館報編集協力
員による住民主体の発行体制のもと、月刊定期発行を行
う。地方自治・社会教育などに必要な情報・資料を提供
し、広く市民の自治意識の伸長を図る。

編集協力員10人
住民からなる編集協力委員が、企画・情報収集・原稿執
筆・割付・校正等の編集作業を行い｢笠懸公民館だより｣
を刊行している。毎月末日に発行し、笠懸地域内の全戸
に配布する。

  発行号数：第176号～第187号
  第9回全国館報コンクールで特別賞を受賞

-79-



6-3  大間々公民館

 ○目的・趣旨

自主事業　学級・講座　
＜継続＞  ○目的・趣旨

220

 ○内容

運営組織
＜継続＞  ○目的・趣旨

－

 ○内容

自主事業　学級・講座　
＜継続＞  ○目的・趣旨

43

 ○内容

＜継続＞
68

令和５年度主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

市民講座 年度毎に特定のテーマを設け、専門講座として継続的・系
統的な学習を進める。公民館の学習機会提供事業の中で、
集約的な事業と位置づけ、ただ単に知識の習得に終わるこ
となく「学習から実践へ」を基本に学習を進める｡

平成25年度から､大間々公民館事業として市民参加による
運営委員会を組織し､「心と体の健康づくり」をテ－マに
開講している。

【参考】令和4年度実績
　　運営委員 10人　会議 5回　
　　講座 1回　参加者 104人

公民館運営審議会 公民館の運営に対し、住民の意見・要望を十分に反映でき
るよう公民館の運営・事業の企画実施について調査・審議
にあたる。

専門委員会制度を活用し、大間々部会を開催、審議内容を
公民館運営に反映する。

青少年教室 地域での学習・文化・スポーツ活動（学校外活動）の振興
を図り、体験学習・世代交流などを進める。地域の子ども
が豊かに成長することを目的に子どもと親を対象とした各
種教室・研修会・イベントなどを積極的に開催する。

学校では学ぶことのできない体験を通して子どもと親がふ
れあう機会を設けるとともに、物作りの工夫や創造するこ
との面白さを知り、親とのかかわりを基本として夏休みや
冬休み、土日を中心に実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考】令和4年度実績　
　　夏休み絵画教室　  1教室×2回　延参加者 47人
　　夏休みﾊｰﾊﾞﾘｳﾑ教室 2教室×1回　参加者 36人
　　おもしろ科学教室  1教室×1回　参加者 10人
　　冬休み書初め教室  2教室×1回　参加者 31人　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

家庭教育学級
健やかに子どもを育てるために、子育てについて同じ悩み
を持つもの同士の情報交換や講師からのアドバイスを受け
るなどの活動を通して地域での仲間づくりを目的とする。
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6-3  大間々公民館

令和５年度主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○内容

 

Ｈａｐｐｙ子育て応援教室 実施回数 6回
申込　8組　16人　 延参加者　18組　36人

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

【参考】令和4度実績　

＜継続＞
41  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
174

＜継続＞
553

(家庭教育学級)
未就園児とその母親を対象に、専任の講師による教室を開
催。講師と相談したり、ゆったりとした時間を過ごしなが
ら、思い出づくりと母親同士の交流を図る。(ベビーマッ
サージ、親子ダンス、工作、食育等)

高齢者教室
急激に変化する時代に即応するため、高齢者の社会参加と
役割等について、講義・実習・話し合いを通して学びなが
ら豊富な経験・知識を社会に還元するなど、生きがいのあ
る日常生活を営むための学習を行う。

大間々地区老人クラブ連合会の後援で、老人クラブ役員と
相談しながら「楽しくてためになる」講座を実施。時代背
景や興味･関心度の高い様々な分野から講師を招き、講演
形式や参加体験を通して学ぶ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
対 象 者：60歳以上の市内在住･在勤の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実施期間：8月～1月（全6回)

【参考】令和4年度実績
　全3回　申込者24人　延参加者 56人

公民館主催教室
市民の学習要求に基づき、公民館が地域にとって必要と考
える学級や教室を開催する。

住民の学習要求の把握やその時々の課題を踏まえて、新規
サークルの育成につながる学級やワークショップ、初心者
教室等を開催する｡

地区申請学級および
自主申請学級 自主申請学級に準じて、行政区の区民の学習要求に基づい

て行政区からの開設申請により開催する。地域課題解決の
糸口をつかむと同時に、ふれあいを通して生き甲斐づく
り、地域づくりに役立てることを目的とする。また、一定
の条件を満たせば住民企画の自主申請学級・講座制度を適
用し開催することもできる。

【参考】令和4年度実績
はじめてのかんたんスマホ教室LINE編(全1回)　参加者15人
森林に学ぶ親子つり教室(全2回)申込親子33組　延参加者123人
　※3館合同教室　大間々公民館主管　東公民館予算
クリスマス会(全1回)　参加者20人
ノルディック・ウォークを体験しながら風景写真のコツも教わ
る教室(全1回)　参加者16人
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6-3  大間々公民館

令和５年度主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

イベント・事業
＜継続＞

56

広報・学習情報提供
＜継続＞

213

(地区申請学級および
自主申請学級) 地区集会所(地区公民館)を会場に、地区と公民館の共催で

開催する。地区の役員を中心に自主的に企画運営し、公民
館は相談や講師謝礼の支援をする。

【参考】令和4年度実績　3教室
　多世代グラウンドゴルフ教室　延参加者　228人
　4区子どもおはやし教室　　　 延参加者　103人　
　児童学習支援教室　　　　　　延参加者  411人

地域文化祭 大間々地域の芸術文化活動の成果を広く市民に公開すると
共に、地域における芸術文化の振興普及に資することを目
的に開催する。

大間々地域文化協会役員を中心に企画運営にあたる。開催
は10月の各土日を予定。
文化祭内容：美術展・芸能発表会・将棋大会・俳句大会・
文芸講演会

【参考】令和4年度実績：延べ来場者数　約 860人
　　　　　将棋大会　参加者18人
　　　　　芸能発表会　参加者　134人　来場者687人
　　　　　美術展　出品者66人　来場者152人

公民館報の発行など 公民館事業や社会教育などの学習情報、団体・サークルの
活動状況の紹介など広く市民に情報提供する。

年6回奇数月に発行。A4版(4面)の紙面を職員が編集・印刷
し、大間々地域に全戸配布を行う｡公民館事業だけでなく､
地域の話題、社会教育などに必要な資料、学習情報を提供
し広く市民にPRを行う。またSNSを活用し､時宜にあった施
設・事業の紹介等を行う。
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6-4  東公民館

自主事業　学級・講座
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
コロナウイルス感染症拡大により中止

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
コロナウィルス感染症拡大により中止申込　18人　開催回数　７回　延べ参加者　89人

＜継続＞
 ○目的・趣旨

＜継続＞

151

25

34

－

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

主催教室事業 教室を通して地域づくりや仲間づくりができ、また、自
主サークルとして発展できるよう支援する。市民の学習
要求に基づき、公民館が必要と考える学級や教室を開催
する。

軽スポーツや趣味の教室など地域のニーズに合った教室
を開催する。

段ボール迷路教室 1回 申込 9人　延参加人数 9人
グラスサンドアート教室 1回 申込　11人、参加者 9人
ボッチャ教室 1回 申込　23人　参加者　20人
パステルアート教室 1回　申込　7人　参加者 5人
手作り石けん教室 2回　申込　5人　延べ参加者 8人

地域自主申請学級事
業 地区の集会所を会場に、同じ学習要求を持つ受講生が自

主的に企画し、共に学ぶことを通じて、身近な地域での
生涯学習活動を推進する。

一定区域（行政区）に住む市民が市民自らの学習要求に
基づいて申請するもので、定員や受講生の周知方法、学
習記録の提出など一定の条件を満たせば、地区の集会場
を会場に公民館の主催教室として講師謝礼等を支出する｡

高齢者教室事業
（寿大学） 高齢化社会のなかで、高齢者一人ひとりが健康で豊かな

生活を送れるよう、また、学級生同士の交流が図られる
ように開催する。

月1回、全8回を開催し、内容については、教養、趣味、
軽スポーツなど学級生の意見を取り入れ、地域のニーズ
に合った教室を目指す。

青少年教室
実体験不足が叫ばれている中、実際に子ども達が自分の
手で作りあげる楽しさや、自分の目で確かめる体験型の
教室を開催する。
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6-4  東公民館

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞  ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
コロナウィルス感染症拡大により中止展示　150人　　芸能発表　120人

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
コロナウイルス感染症拡大により中止

＜継続＞

【参考】令和4年度実績

絵や工作など、実際に体験することで学ぶ内容とする。

おもしろ科学教室　中止

イベント・事業

83

6

 －  ○目的・趣旨

 ○内容

（青少年教室）

文化祭事業 公民館をはじめ地域で活動している個人・団体の活動成
果の発表と交流の場として、実行委員会を組織し実施す
る。

各種の文化活動を行う個人や団体等の成果を発表し、展
示部門2日間、芸能部分1日を開催し、地域文化の発展に
寄与する。

子どもまつり事業
東地域の子供たちが、歴史や自然、文化に関心をもって
もらえるような事業を地域の方々の協力と、公民館隣接
の旧花輪小記念館等の施設と連携し、実行委員会を組織
して開催する。

木造校舎の旧花輪小学校記念館の長い廊下を使用し、ぞ
うきんがけレースをはじめ、子どもの遊び体験、地域交
流模擬店、軽スポーツなど体験を重視し、市内の子ども
たちへ広く呼びかけて、交流が図れるように工夫した事
業を展開する。

読み聞かせ活動
本への愛着を育てるため、乳幼児期の読み聞かせ活動を
行う。

公民館図書室では、保健センターと連携した乳児や幼児
への読み聞かせ活動としてブックスタートを積極的に行
う｡

ブックスタート事業は、コロナウイルス感染症拡大に
より、本の配布のみ実施
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6-4  東公民館

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
広報・学習情報提供事業

 ○目的・趣旨

－

 ○内容

公民館報の発行 表面に東公民館だより、裏面に図書室だよりを掲載し、
公民館や図書室の活動内容等を広く市民に情報提供する｡

年6回発行し、公民館・社会教育などに必要な資料、誌上
講座、学習情報を提供し、広く市民にPRを行う。
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6-5  笠懸図書館

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

３館共通事項
＜継続＞

図書館協議会 80

【参考】令和4年度実績：第1回　出席者8人

3館共通事項
＜継続＞

図書館システム事業 3,891

3館共通事項
＜継続＞

ブックスタ－ト事業 185

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

図書館に対する要望や意見を図書館運営に反映させ、サ
ービスの向上を図ることを目的に、館長の諮問に応じ、
必要な調査及び審議を行う。

委員数12人。会長の招集により年2回開催し、図書館運
営、各種事業実施等について審議を行う。

図書館システムは、笠懸図書館、大間々図書館、東公民
館図書室、岩宿博物館がネットワーク化している。この
システムを継続して行くことにより、利用者の利便性の
向上及び業務の効率化を図る。

各施設が所有する資料を互いに検索でき、各図書館（図
書室）では、どこでも貸出・返却ができる｡また、ホーム
ページの資料検索機能により館外においても検索・予約･
延長ができる。

【参考】令和4年度実績：配送件数 34,050件
　　内訳　笠懸→大間々 16,008件　笠懸→東 706件
　　　　　大間々→笠懸 16,124件　大間々→東 389件
　　　　　東→笠懸 571件　東→大間々 252件

赤ちゃんと保護者が絵本を介して、「ゆっくり心ふれあ
うひとときをもつ」きっかけをつくる。

みどり市に住むすべての赤ちゃん（生後4か月～10か月）
及びその保護者が対象で、4か月健診時に絵本の引換券を
配布する。絵本のプレゼントと赤ちゃんの保護者に対し､
読み聞かせや手遊びなどの指導を行う。　　　　　　　　　　　
当面の間、新型コロナウイルス感染防止のため中止し個
別に対応する。　

【参考】令和4年度実績： 個別対応 169人
　　　　　　　　　 内訳　笠懸　　123人
　　　　　　　　         大間々　 45人
　　　　　　　           東　　　  1人
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容
・ 来館が困難な方への配達サービス
・ 録音図書、大活字図書の貸出
・ 補助機器の利用（デイジー再生録音機・再生専用機、

拡大読書機、活字自動読み上げ機、音声パソコン）
・ 用具の利用（車椅子・本のカート）
・ 介護施設等への配本

 ○目的・趣旨

 ○内容

3館共通事項
＜継続＞

読み聞かせ活動 －

3館共通事項
＜継続＞

障がい者サ－ビス ー 障がい者のための図書館利用サービスの推進。

3館共通事項
＜継続＞

ー

幼児、児童と保護者に読み聞かせの楽しさを体験しても
らうと共に、読み聞かせグループに発表の場所を提供す
る。

ボランティアグループによる読み聞かせ
・あしの会（笠懸図書館）　　　毎月第１土曜日　　
・ぴよぴよの会（笠懸図書館）　毎月第１木曜日　
・わらべの会（大間々図書館）  毎週土曜日

【参考】令和4年度実績：定期読み聞かせは、中止。
感染対策をして季節の行事から再開した。
・3館合同 こわいおはなし会　60人
・笠懸　　七夕、クリスマスおはなし会　延べ 35人
・大間々　読書週間読み聞かせ　　　　　述べ 40人

【参考】令和4年度実績
　障がい者配達：笠懸図書館　　　延べ 24人　　162冊
　　　　　　　　大間々図書館　　延べ  0人　　  0冊
　介護施設配本：笠懸図書館　　　延べ 21回　1,227冊

子どもの読書推進活
動と学校支援・連携
事業

子どもの読書活動の推進のために学校等への支援と連携
を深める。

・子どもたちが､「しろくまさんスタンプカード」や「読
書日記」をきっかけに、継続的に読書を楽しめるよう働
きかけをする。
・学校図書室や幼稚園・保育施設等への配本を行い学習
　支援及び教職員の援助を行う。
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

3館共通事項
＜継続＞

8

子どもの読書推進講座等を開催する。

3館共通事項
＜継続＞

－

読み聞かせの機会や場所の提供。

3館共通事項
＜継続＞

ー 図書館の利用促進。

（子どもの読書推進
活動と学校支援・連
携事業）

子ども読書活動推進
事業

「みどり市子どもの読書活動推進計画」に基づき、子ど
もたちがあらゆる機会と場所で、自主的な読書活動を行
うことができるよう家庭、地域、学校、関係機関と団体
等が連携して、子どもたちの読書環境を整備し、読書活
動の推進を図る。

【参考】令和4年度実績
笠懸図書館　　親子読み聞かせ講座　　3組　8人
大間々図書館　感想文講座　　　　　　　　22人

図書館ボランティア
活動支援

図書館事業に関するボランティアの資質向上と活動の幅
を広げられるようにする。

【参考】令和4年度実績：新型コロナウイルス感染防止対
策をしてイベントとして開催

各世代に対応した
サービスとレファレ
ンスサービスの充実

【参考】令和4年度実績：配本 笠懸小学校         95冊
                          笠懸東小学校　  　　840冊
　　　　　　　　　   　　 笠懸北小学校    　　800冊
　　　　　　　　　　　　　笠懸西小学校　　　1,797冊
  　　　　　　　　　渡良瀬特別支援学校        100冊
                   　     赤ちゃんの駅  　　 　72冊
                            こども食堂      　 65冊
                        大間々北小学校　　　  360冊
                        大間々南小学校　　　1,000冊
　　　　　　　　　　　　大間々東小学校　　　  840冊
                        大間々中学校　　      400冊
                        大間々東中学校　      400冊
　　　　　　　　　　　　  　赤城保育園　　　　440冊
　　　　　　　　　　　　　大間々保育園　　　  310冊
　　　　　　　　　　　　　　　東保育園　　　　400冊
                        大間々南幼稚園　　    424冊

社会科見学・授業での図書館利用受入
                                 笠懸  　7回　361人
                                 大間々 2回 　100人
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

3館共通事項
 ○目的・趣旨

 ○内容

3館共通事項
＜継続＞

－

3館共通事項
＜継続＞

図書館電算化事業 3,514 図書館システムの充実と質的向上を図る。

＜継続＞
図書館情報提供事業 302

（各世代に対応した
サービスとレファレ
ンスサービスの充
実）

各世代に応じた図書等に関する案内や助言、日常生活を
送る上での問題解決に必要な資料や情報を提供する図書
館としてのサービスを充実する。

【参考】令和4年度実績：レファレンス件数　 1,940件
　　　　　　　　　　　　　　 内訳　笠懸　 1,070件
　　　　　　　　　　　　　   　　　大間々   841件
　　　　　　　　　　　　　   　　　東　　    29件

保健センタ－連携事
業

保健センタ－との連携を深め、乳幼児への読み聞かせの
重要性などを周知する。

・ブックスタート:生後4か月～10か月の赤ちゃん及びそ
の保護者を対象に、絵本のプレゼントと保護者に対し、
読み聞かせや手遊びなどの指導を行う。

【参考】令和4年度実績
　　　　　　　　・ブックスタート   個別対応 169人
　　　　　　　　　　        　内訳　笠懸　　123人
　　　　　　　　                    大間々　 45人
　　　　　　　                      東　　　  1人

・書誌データの整備、保守
・オンライン閲覧目録の整備と充実
・図書館ホームページの充実

図書館の保有する情報をデータ化し一般公開することに
より、サービスの向上を図る。

・図書館ホームページによる情報提供システム
・利用者用インターネットの一般開放
・Wi-Fi環境の整備
・オンラインデータベースの一般開放（笠懸）
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

3館共通事項
 ○目的・趣旨

 ○内容

3館共通事項
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
資料整備事業 12,254

＜継続＞
電子図書館事業 2,464

住民の実生活に役立つ図書館として、資料の整備と充実
に努める。併せて社会の動向や住民の要求を的確に把握
し、これを反映できるような資料構成を図る。

生涯学習の推進を図るため、図書館機能と利便性の向上
を目的として電子図書館を運営。

・インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、電
子書籍を利用できる図書館サービス

【参考】 令和4年度実績：電子書籍数　3,973冊
                      　貸出数　　  4,302冊
　　　　　　　　　　　　購入金額　　1,803,987円
　　　　　　　　　　　　購入冊数　　468冊

（1）新刊資料の収集　
     新刊資料の選定及び購入を進め、資料の充実に努め
　　 る。
（2）基本的資料の収集
     基本的資料のうち不足する分野を収集し、蔵書構成
　　 の基盤整理を進める。
（3）郷土資料の収集
     郷土資料、行政資料の収集保存。
（4）視聴覚資料の収集
     映像及び音声資料の充実
（5）電子出版物の収集
     CD-ROMなどの収集
（6）雑誌・新聞等の逐次刊行物の収集

【参考】令和4年度実績：図書資料 6,101冊, 9,891,933円
　　　　　　　　　　内訳　笠懸　3,435冊  6,201,976円
　　　　　　　　　　　　　大間々2,590冊  3,587,463円
　　　　　　　　　　　　　東　　   76冊    102,494円
　　　　　　　　　　  視聴覚資料　126点,   990,000円
                     内訳    笠懸　68点    595,567円
　　　　　　　　　　　　　   大間々58点    394,433円
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

3館共通事項
 ○目的・趣旨

 ○内容

各種事業
＜継続＞  ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
ミッション参加人数　122人

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
ミッション参加人数　 108人

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
各種事業 － 図書館利用のきっかけづくりと利用促進。

・電子図書館使い方講座　　

ー

ー

ー

・古本ミニマーケット　人数制限して開催。除籍した本と
雑誌を販売。

【参考】 令和4年度実績：内訳　笠懸　  5回　54人
　　　　　　　　　　　　　    大間々  5回　95人

子ども読書週間記念
行事

子ども読書週間を記念し、幼児・児童への読書支援を行
い周知を図る。

・おすすめ本の展示貸出 　　　　　　　　　　　　　　　　
・図書館ミッション　　　　　　　　　　　　　　　　　

読書週間記念行事
読書週間にあわせた記念行事を開催し、読書活動の周知
を図る。

・図書館員による絵本の読み聞かせ
・おすすめ本の展示貸出 　　　  　　　　　　　　　　　
・図書館ミッション

企画行事
行事をとおして図書館や本の楽しさを体験してもらい、
更に図書館に対する興味・関心を高める。

・本の福袋　等   7,8月・12月・1月予定
・自衛隊展示会   11月予定
・一日図書館員   3月予定

本の福袋　等　2回  　　　　85 人
夏休みミッション　参加人数 186人
夏休み読書相談　　　　　　 　1人
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容

 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
上映会 ー

図書館名画座　 毎月第2日曜日

＜継続＞
連携事業 ー

図書館資料を活用し名作映画の鑑賞を行い、図書館及び
視聴覚資料の利用促進を図ると共に､芸術の振興を図る｡

【参考】令和4年度実績　
図書館名画座　149人　
キッズシネマ  118人

博物館、美術館と連携した展示やイベントをとおして、
学習機会の提供と図書館及び連携施設の利用促進を図
る。

・大間々博物館連携事業　1月予定
・富弘美術館連携事業　　2月予定

コノドント館連携展示
感謝を込めて富弘美術館がやってくる    234人
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＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容
スタンプラリー

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
参加者延　22人

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容
・夏のミッションにて実施予定
・一日図書館員　6月3,4日
・クリスマス会
・工作教室

【参考】令和4年度実績なし

 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

－

図書館ミッション　令和5年3月27日～5月30日

 参加者数 不明

－

 参加者数 不明

13

－

ミステリー・ツアー　夏休み期間

 参加者数 不明

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

こども読書の日記念
行事 こども読書週間を記念し、幼児・児童への読書支援を行

う行事の開催。

読書週間記念行事
10月27日から11月9日までの読書週間にあわせ読書を推進
する行事の開催。

夏休み企画行事
小学生の夏休み中の読書推進と図書館資料の利用推進を
目的に開催。

・子ども読書感想文講座
・開催期日：令和5年7月15日(土)
・夏休み映画祭り

子ども企画行事
小学生が図書館の仕事の体験や普段入ることのできない
閉架書庫の見学などを通して図書館をより身近に感じ理
解を深めることを目的に開催。

小学生以下を対象に夜の図書館見学・職員による語りや
資料の貸出等を行う。昼間とは違う図書館での体験を通
じ今後の利用増加を目的に開催。
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容
シネマ倶楽部　毎月開催　第3水曜日

【参考】令和4年度実績 　111人

 ○目的・趣旨
図書館利用の推進及び利用者同士の交流を目的とする。

 ○内容

【参考】令和4年度実績
推し本　約80冊

＜継続＞

－

＜新規＞

－

定例映画会
図書館資料を活用し名作映画の鑑賞会を行い、芸術の振
興を図る。

読書推進企画

令和3年1月より｢推し本｣として利用者のおすすめ本を展
示し、利用者参加型の企画を実施継続中。また、｢推し本
リツィート」で推し本への感想を書き込めるようにし、
利用者同士の交流を行えるように実施している。
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＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜本年度計画の主要事業＞

23,847

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

文化ホール主催事業
文化・芸術の振興を図り、文化的・芸術的に優れた質の
高い催物の鑑賞機会の提供を図る。

◇7月　共催事業
　「おやこじゃずwithサーカス」　　　　　　　　　　　
　（主催者：On GreenField Jazz Quartet）

◇9月　主催事業
　「サーカスフェスタinみどり」
◇10月　実行委員会事業
　「第20回 みどり･桐生地区中高生合同音楽祭」
◇10月　主催事業
　「宮川彬良氏とパシフィックフィルハーモニア東京」

本年10月に笠懸野文化ホール開館30周年を迎えるため、
NHKのど自慢を皮切りに各種の記念事業を開催するほか例
年実施している催物を実施します。
・開館30周年記念イベントとして、ホール舞台、野外ス
　テージを利用したみどり市で開催するサーカスとして
　は、大規模なイベントになります。
・NHK教育番組にも出演している宮川彬良氏とパシフィッ
　クフィルハーモニア東京によるコンサートを実施しま
　す。
・これまで継続して実施している連携事業で市内中学校
　の吹奏楽部を対象とした「県民音楽の広場 群馬交響
　楽団 楽器セミナー」や「みどり･桐生地区中高生合同
　音楽祭」も実施します。

◇8月　共催事業
　「NHKのど自慢（公開収録）」
　（共催者：NHK前橋放送局）　　　　　　　　　
◇8月　連携事業
　「県民音楽の広場 群馬交響楽団　楽器セミナー」
　「群馬交響楽団特別公演」
　　（連携事業者：（公財）群馬県教育文化事業団）

◇11月　共催事業
　「みどりアートライブ」
　（共催者：（公財）群馬県教育文化事業団）
◇11月　主催事業
　「カルテット・エスペラント+～フルート弦楽四重奏
　とパーカッションアンサンブル」
◇11月　共催事業
　「ことのは　弘法大師　慈しみの世界」
　（共催者：聲成会）　

◇1月　共催事業
　「桐生･みどり地区アンサンブルコンサート＆新人吹奏
　楽祭」（共催者：桐生地区吹奏楽連盟）
◇2月　主催事業
　「陸上自衛隊 第12音楽隊 みどり市演奏会」　　　　　　　　　　　　　　　
◇2月　共催事業
　「三井住友海上文化財団ときめくひととき公演
　須川展也サクソフォン・リサイタル」
　（共催者：三井住友海上文化財団）
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令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

－貸館事業
文化・芸術の振興のために、学習及び練習の場を提供す
るとともに、発表の機会を提供するために施設等の貸出
しを行う。

ホール、リハーサル室、会議室、屋外ステージ等の貸出
しを行う。

　利用件数／414件（対前年度比148件増）
　　内訳：ホール　　   　  140件(前年度比 51件増)
　　　　　リハーサル室     188件(前年度比 61件増)
　　　　　会議室　　　 　   58件(前年度比 20件増)
　　　　　ギャラリー　　    25件(前年度比 14件増)
　　　　　ホワイエ　　　   　0件(前年度比  ±0件)
　　　　　屋外ステージ　     3件(前年度比  2件増)
　延べ入館者数／29,775人（前年度比11,977人増)
    内訳：ホール　　 　 25,447人(前年度比 9,862人増)
　　　　　リハーサル室 　2,262人(前年度比   851人増)
　　　　　会議室　　　  　 491人(前年度比   273人増)
　　　　　ギャラリー　　   215人(前年度比   369人減)
　　　　　ホワイエ　　　   　0人(前年度比     ±0人)
　　　　　屋外ステージ　 1,360人(前年度比 1,360人増)
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6-8　童謡ふるさと館

展示事業
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
常設展示室入場者　1,334人

自主事業
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
コロナウィルス感染症拡大防止のため開催中止

＜休止＞
ー

※石原和三郎資料を旧花輪小学校記念館に移転したため

＜継続＞
3,341

ー

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

常設展示 石原和三郎の自筆原稿や資料などを展示し、石原和三郎
の功績を顕彰する。

石原和三郎の自筆原稿や資料、童謡のパネル展示、オリ
ジナル映像（DVD化）による童謡劇場の上映。

企画展示
イベント開催

市内外の集客を促し、施設の利活用を促進する。また、
石原和三郎の顕彰と地域における文化、芸術活動の振興
の場を提供する。
石原和三郎没後100年記念事業「石原和三郎賞 作詞コン
クール表彰式」やオペラや落語などを開催し、和三郎の
功績の顕彰とみどり市を童謡のふるさととしてPRする。

企画展示では、みどり市内外の協力者の作品を展示
石原和三郎のパネル展（ロビー）、童謡展、移動展など
を開催。地元で活躍するサークル等への展示募集も随時
行う。

イベント開催では、期間中に企画展と連動したコンサー
トなどを開催。また、ファミリーホール利用促進のため､
イベントの誘致を進めるとともに、ホールのグランドピ
アノ貸し切りを設定。

石原和三郎没後100年記念事業として、作詞コンクール表
彰式などイベントを開催。笠懸野文化ホールなどとの連
携事業を通して、施設のPRと知名度の向上に努める。

イベント開催数  6回　イベント延べ参加者数 536人
ホールでピアノ 53回  延べ利用者            57人
ロビーは、季節ごとの童謡や昔遊びなどの資料を展示

アズマの春芸能発表会
地域で活動している団体の活動成果の発表と交流の場と
して開催し、文化、教養の向上を図る。

地域で活動している踊りや音楽サークルなどの成果発表
会。
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6-8　童謡ふるさと館

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

講座事業
＜継続＞  ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績

販売事業
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
売上　249,770円

＜休止＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

【参考】令和4年度実績
売上　431,200円

0 石原和三郎の顕彰と童謡唱歌の伝承、紹介を行う。

＜休止＞
売店 0 音楽や童謡、うさぎとかめに関連する商品の販売を行う｡

喫茶 0

軽食と飲み物を提供している。

ハンドベル合奏団

ハンドベル合奏団の演奏活動を通じて、石原作品の紹介
と童謡ふるさと館のＰＲ活動をみどり市内外で行う。
（中心となるあずま小児童が少子化により人員不足と
なったことから合奏団は休止中。）

参加者の減少及びコロナウィルス感染症拡大防止のた
め講習会開催中止

子ども向けの楽器や木のおもちゃ、石原和三郎読本等の
販売。

童謡ふるさと館に来館したお客様方に憩いの場として軽
食や飲み物を提供し、童謡のＢＧＭが流れる空間でゆっ
くり休憩してもらう。
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6-9  多世代交流館

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
 ○目的・趣旨

 ○内容

5,342

14,318
多世代交流館の維持管理のための経費

令和５年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

多世代交流館総務事
業 市民の生涯学習の推進を図るとともに世代や分野を超え

た様々な人との出会い、ふれあいを通じて、市民が協働
して交流ときずなを育む施設として多世代交流館を運営
するため。

・施設運営、維持管理のための会計年度任用職員の人件
　費等

多世代交流館維持管
理事業

・施設の維持管理のための経費（光熱水費、事務機器の
リース料、維持管理委託料・保守点検委託料、改修工事
費等）
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6-10   社会教育関係資料

館　別

笠 懸

大 間 々

東

館　別

笠 懸

大 間 々

東

館　別

笠 懸

大 間 々

東

館　別

笠 懸

大 間 々

東

（ホームページ）

館　別

笠 懸

大 間 々

東

（館内利用ブース） 単位：台

館　別

笠 懸

大 間 々

東

1) みどり市図書館(室)資料

１．図書館の施設 (令和5年3月31日 現在）

1階施設 2階施設

第一集会室〔36席〕・第二集会室〔12席〕、
視聴覚室〔90席〕、学習室〔26席〕

第一会議室〔36席〕・第二会議室〔30席〕・第三
会議室〔48席〕、視聴覚室〔113席〕、学習室
〔32席〕

東公民館内の図書室〔18席〕

２．開館について
休館日 開館時間 閉館時間

月曜日・12/28～1/4 火から日  ：午後5時

３．資料の貸出・数量
図　　　書 視聴覚資料 雑誌 その他

４．団体貸出
資　料　名 数　　量 期　　　間 備　考

５．コンピュータ

ホームページ 蔵書検索 貸出状況検索 インターネット予約

蔵書検索台数 インターネット開放 映　　像 C　　D

2 1 3 2

2 1 4 1

1 0 0 0

一般書・児童書・視聴覚・郷土資料
コーナー・Ｗｉ-Ｆｉ環境

月曜日・12/28～1/4　　　
・資料整理日
・特別整理日 午前9時30分

火から金  　：午後6時
土 ・ 日・祝：午後7時

10冊以内・15日以内 4点以内・　8日以内 4冊以内・15日以内 館長指定

図　　　書 100冊以内 30日以内

○ ○ ○ ○
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6-10   社会教育関係資料

個人貸出人数 単位：人

館　別 笠懸 大間々 東

4年度 38,976 27,054 516

個人貸出数 単位：点

内訳

館　別 笠懸 大間々 東 笠懸 大間々 東

4年度 132,172 78,126 1,223 58,500 34,162 269

内訳

館　別 笠懸 大間々 東 笠懸 大間々 東 笠懸 大間々 東

4年度 16,853 19,206 6 6,214 6,354 68 213,739 137,848 1,566 

団体貸出数 相互貸借貸出数

館　別 笠懸 大間々 東 館　別 笠懸 大間々 東

4年度 7,960 5,619 189 4年度 280 298 6 

7．蔵書数
単位：点

内訳

館　別 笠懸 大間々 東 笠懸 大間々 東 笠懸 大間々 東

4年度 118,579 122,955 6,095 41,608 35,652 3,322 11,399 16,412 16 

8. 資料受入点数
単位：点

内訳

館　別 笠懸 大間々 東 笠懸 大間々 東

4年度 3,938 2,731 118 68 67 -

内訳

館　別 笠懸 大間々 東 笠懸 大間々 東

4年度 71 65 9 7 6 2 

9．電子図書館
内訳 ログイン数 貸出数

（内団体
貸出数） 書籍数

4年度 5,898 4,302 (148) 3,973 

6．利用の状況

一 般 書 児 童 書

視聴覚資料 雑誌 合計

一般書 児童書 視聴覚資料

図　　書 視聴覚資料

雑誌種数 新聞種数

貸出数量・期間

2冊以内・15日以内
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7．文 化 財 課(主要重点施策)

7-1 文化財課

7-2 岩宿博物館

7-3 大間々博物館

7-4 文化財関係資料

1) みどり市指定文化財等一覧





7-1  文化財課

＜継続＞
5,948  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
7,249  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
9,573  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
400  ○目的・趣旨

 ○内容

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

文化財保護運営事業
国・県・市指定文化財及び国の登録文化財の保存管理を
行うとともに、新たな文化遺産の掘り起こしを進め、市
内文化財の保護に努める。

文化財活用事業
文化財の公開を推進し、教育・文化の振興を図るため、
市内文化財の周知及び活用を進める。

埋蔵文化財発掘調
査事業 文化財は国民共有の財産であるという理念に基づき、文

化財保護法第3条、第93条、第94条、第96条、第97条、第
99条の定めによる緊急発掘調査等を実施し、埋蔵文化財
の保護・記録保存に努める。

・包蔵地内での開発行為に対する行政指導の実施
・消滅が予想される埋蔵文化財包蔵地の記録保存のため
　の緊急発掘調査の実施

埋蔵文化財活用事
業 常時、出土品を公開活用できるように調査報告書や出土

品の画像等をWeb公開し、市内外にみどり市の埋蔵文化財
の周知を行う。

・出土品及び発掘調査記録の整理作業及び発掘調査報告
　書の作成
・出土品や建物跡等の遺構の画像、刊行された報告書を
　市内埋蔵文化財Web公開システムでの公開

・国・県・市指定文化財の保存に係る環境整備の実施
・市が所有する史跡の保存整備のため、史跡内の除草作
　業、支障木・危険木除去作業の定期的な実施
・文化財保護審議会の開催
・市指定重要文化財の所有者（管理責任者）に対し、
　管理又は修理に必要な措置を勧め、保存修理を実施
　（穴原薬師堂、浅原百観音）

・施設の管理委託
　　史跡岩宿遺跡遺構保護観察施設（岩宿ドーム）
　　史跡西鹿田中島遺跡ガイダンス
・指定・登録文化財及び埋蔵文化財の公開の推進
・「文化財マップ」を活用した市内文化財の周知並びに
　文化財保護への啓発活動の実施
・岩宿遺跡と西鹿田中島遺跡を連携した市民向けの両遺
　跡のＰＲ実施
・市内小中学生に配布する４館フリーパスポートの利活
　用促進
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7-1  文化財課

令和5年度　主要重点施策 実施計画

事　業　項　目 予算額（千円） 主　　　　な　　　　内　　　　容

 ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
岩宿文化賞事業 1,531  ○目的・趣旨

 ○内容

＜継続＞
8,307史跡岩宿遺跡保存整備

基本計画策定事業 史跡岩宿遺跡の保存・管理・活用に万全を期すために、
「史跡岩宿遺跡保存活用計画」に基づいた遺跡の保存整
備を推進する。遺跡や保存整備についての理解を深める
とともに、地域に活用される遺跡の保存整備を図る。

・史跡岩宿遺跡保存整備基本計画の策定
・史跡岩宿遺跡保存整備委員会の運営

岩宿文化賞は、史跡岩宿遺跡の発見と発掘を記念し、岩
宿時代文化研究に功績のあった個人・団体を顕彰するも
ので３年毎に実施する(次回実施は令和７年度)。また、
岩宿文化研究奨励賞学生部門賞は小中高校生を対象とし､
将来的に岩宿文化賞を受賞する研究者が育成されること
を期待して、岩宿時代と縄文時代を対象とした自由研究
の中から優秀な作品を選考するもので毎年実施している｡

・顕彰・表彰の実施
　研究奨励賞学生部門賞の研究作品の表彰
　　対象者　小・中・高校生
・授賞式
　日  　時　令和5年11月4日(土)午前9時30分～
　会  　場　笠懸公民館　交流ホール（予定）
・学生部門賞作品展示
　展示期間　令和5年10月27日(金)～11月7日(火)(予定)
　会　　場　笠懸公民館ふるさとギャラリー(予定)
　内　　容　各賞受賞作品を含む応募作品約30点
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7-2  岩宿博物館
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